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阿
比
乃
中
山 
第
七
号 

 

目
次

 
 

 

一
、
第
四
回 

内
郷
歴
史
散
策
レ
ポ
ー
ト
若
柳
地
区 

 
  

一
頁
～
二
頁 

 
 
 
 
 
 
 
 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員 
石
川
次
郎 

第
四
回 

内
郷
歴
史
散
策 

保
存
記
録 

若
柳
編 

  

二
頁
～
三
頁 

 

二
、
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
三 

 
 

三
頁
～
十
六
頁 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員 

山
田
正
法 

三
、
忘
れ
ら
れ
た
始
祖 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
六
頁
～
二
十
頁 

相
模
湖
町
歴
史
研
究
会
員 

江
藤
建
市 

令
和
元
年
十
月
十
一
日 

台
風
十
九
号 

四
、 

石
老
山
周
辺
の
崩
落
災
害
状
況
写
真 

 
 
 
 

二
〇
頁
～
二
十
四
頁 

  

相
模
湖
歴
史
研
究
会 

内
郷
歴
史
散
策
レ
ポ
ー
ト 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
は
フ
ィ
ー
ル
ド
で
の
内
郷
歴
史
散
策
を
年
一
回
行
う
事
と
な
り
、

毎
年
、
五
月
連
休
中
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
年
は
第
五
回
と
し
て
「
奥
畑
」
地
区
の
歴

史
散
策
を
し
ま
し
た
。
既
に
第
一
回
は
「
山
口
・
関
口
地
区
」
、
第
二
回
「
鼠
坂
地

区
」
、
第
三
回
「
阿
津
地
区
」
、
一
昨
年
は
第
四
回
「
若
柳
地
区
」
の
散
策
が
行
わ
れ
ま

し
た
。 

今
号
の
『
阿
比
乃
中
山 

第
７
号
』
で
は
、
い
つ
も
の
様
に
相
模
湖
歴
史
研
究
会
員
石

川
次
郎
氏
に
歴
史
散
策
レ
ポ
ー
ト
依
頼
し
、
一
昨
年
の
若
柳
歴
史
散
策
レ
ポ
ー
ト
を
掲
載

し
ま
し
た
。
引
続
き
保
存
用
の
山
田
会
長
記
録
も
併
せ
て
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
発
表
資
料 

 
 
 
 

平
成
三
十
年
五
月
十
九
日 

 
 
 

第
四
回 

内
郷
歴
史
散
策 

～
若
柳
地
区 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
員 

石
川
次
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

第
四
回
目
の
歴
史
探
索
と
い
う
か
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
う
す
晴
れ
の
下
で
実
施
し
た
。 

 一
、 

期
日 

平
成
三
十
年
五
月
六
日
（
日
）
九
時 

若
柳 

諏
訪
神
社
前 

二
、 

参
加
者 

山
田
正
法
・
江
藤
建
市
・
柊
沢
寛
・
神
保
一
夫
・
大
谷
均
・
岡
本
征

夫
・
石
川
の
七
人
。 

三
、
山
田
会
長
挨
拶 

四
、 

山
田
会
長
が
配
布
し
た
若
柳
散
策
ル
ー
ト
図
・
資
料
に
よ
り
会
長
が
説
明
開
始
。 

※
諏
訪
神
社
の
成
立
ち
の
説
明
か
ら
入
る
。 

 

※
階
段
の
左
右
に
あ
る
燈
籠
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
た
資
料
に
よ
り
説
明
。 

 

※
新
桂
橋
開
通
前
の
昭
和
四
十
七
年
以
前
は
階
段
は
旧
桂
橋
を
上
が
っ
た
道
路
の
前
よ 

り
上
が
る
道
に
鳥
居
が
あ
り
、
四
十
段
位
の
階
段
の
先
に
本
殿
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ 

て
い
る
。(

現
在
の
若
柳
ト
ン
ネ
ル
の
上
あ
た
り) 

 

※
旧
地
、
西
村
、
長
久
保
、
原
村
を
歩
い
て
お
墓
等
を
見
て
回
る
。 

阿
比
乃

あ

ひ

の

中
山

な

か
や

ま 
 

 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
報 

第
七
号 

令
和
二
年
三
月
一
日
発
行 

平
成
二
十
九
年
三
月
一
日 

創
刊 
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※
原
村
に
は
江
藤
家
が
四

軒
、
川
村
家(

原
の
上)

、

吉
田
家(

原
の
下)

が
あ
っ

た
。 

 

※
県
道
を
渡
り
、
宝
福
寺
の

前
を
通
る
。
こ
の
寺
に
は

孝
女
平
井
ハ
ツ
の
石
碑
が

あ
る
。 

 

※
今
回
、
行
っ
て
み
た
か
っ

た
寺
尾(

又
は
寺
子)

の
渡

し
へ
下
り
る
。
こ
の
道
は

大
山
街
道
の
道
で
今
は
人

通
り
の
な
い
坂
道
を
十
五

分
位
下
り
る
と
、
沼
本
第

二
貯
水
池
が
水
底
に
沈
ん

で
、
往
時
の
面
影
を
偲
ぶ

事
は
出
来
な
い
が
、
両
河

岸
が
せ
ば
ま
っ
た
流
れ
の

穏
や
か
な
こ
の
地
が
好
適

な
場
所
で
あ
っ
た
ろ
う
。

五
分
位
休
憩
後
し
た
後
、

下
左
の
写
真
の
道
を
戻
っ

て
来
る
と
楢(

な
ら)

や
く

ぬ
ぎ
の
雑
木
林
を
登
る
事

二
百
メ
ー
ト
ル
位
、
途
中

に
ひ
っ
そ
り
と
地
蔵
尊
が

た
っ
て
い
る
の
が
な
に
か

も
の
寂
し
い
。 

 

※
旧
桂
橋(

下
右
二
枚
の
写 

 
 

真)

へ
の
下
り
る
道
は
道 

 
 

路
か
ら
一
部
見
え
る
が 

 
 

疲
れ
も
あ
り
や
め
た
。 

 

※
十
二
時
近
く
に
な
り
千
木

良
側
の
寺
尾
の
渡
し
に
も

行
こ
う
と
し
た
が
こ
れ
も
や
め
十
二
時
少
し
前
に
解
散
し
た
。 

  

    

 

     

以
下
は 

山
田
会
長
の
同
地
区
散
策
保
存
記
録
よ
り 

第
四
回 

内
郷
歴
史
散
策
保
存
記
録 

若
柳
編 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
三
十
年
五
月
六
日
（
日
） 

 

一
、
あ
い
さ
つ
（
司
会
：
事
務
局 

山
田
正
法
） 

・ 

午
前
九
時 

若
柳
諏
訪
神
社
集
合 

挨
拶 

・
出
席
者 

計
七
名 

柊
沢
覚 

石
川
次
郎 

江
藤
建
市 

岡
本
征
夫 

神
保
一
夫 

大
谷
均 

 

山
田
正
法 

・
欠
席
者 

計
五
名 

石
井
吉
彦 

小
山
創 

村
田
公
男 

山
口
芳
文 

小
野
潔 

二
、
内
容 

講
義 

 

＊
山
田
会
長
が
若
柳
地
区
の
小
字
、
屋
号
、
地
名
入
り
の
地
図
一
枚
と
、
そ
の
資

寺尾の渡しへの坂道を下りる   旧桂橋を若柳側より見る   旧桂橋を赤馬側より見る  

若柳諏訪神社に集合 

資料地図配付と説明写真 
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料
三
枚
を
配
布
す
る
。
地
図
に
は
諏
訪
神
社
ま
で
の
往
復
経
路
が
記
載
、
地
図

上
に
は
江
戸
時
代
の
字
名
や
板
碑
の
存
在
場
所
の
記
載
有
り
。
資
料
１
は
諏
訪

神
社
の
燈
籠
や
蝦
蟇
石
造
に
刻
字
さ
れ
た
江
戸
時
代
若
柳
村
住
人
の
読
み
取
っ

た
俗
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
資
料
２
若
柳
部
落
の
「
お
し
ゃ
ぐ
う
じ
」
の
写

真
資
料
と
川
村
家
墓
地
に
あ
る
板
碑
の
写
真
を
掲
載
。 

＊
前
日
の
五
月
五
日
は
第
二
十
五
回
内
郷
探
索
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
同

じ
く
若
柳
か
ら
奥
畑
地
区
の
探
索
を
行
っ
た
よ
う
で
、
石
川
次
郎
、
柊
沢
覚
氏

が
参
加
し
た
。 

ア
、
資
料
１
の
諏
訪
神
社
に
つ
い
て
資
料
説
明
を
し
て
散
策
開
始
。
諏
訪
神
社
元
は

沼
本
の
「
宮
地
」
遠
藤
家
傍
に
あ
っ
た
事
。
そ
の
後
寸
沢
嵐
村
成
立
し
、
若
柳

村
諏
訪
神
社
な
の
で
若
柳
地
区
に
移
転
。 

イ
、
松
石
家
の
各
屋
号
「
西
」「
沖
西
」「
西
の
上
」「
西
の
下
」
一
帯
は
西
村
と
言

わ
れ
て
い
た
。 

ウ
、
若
柳
村
に
江
藤
家
が
戦
後
頃
ま
で
四
軒
あ
り
そ
れ
ら
の
墓
地
を
確
認
す
。
原
村

と
言
わ
れ
て
い
た
。 

エ
、
川
村
太
助
家
の
墓
地
に
あ
る
永
和
五
年
（
一
三
七
九
）
の
板
碑
を
見
学
す
る
。 

 

オ
、
孝
女
平
井
は
つ
家
が
あ
っ
た
「
し
の
み
や
」
を
通
り
若
柳
と
阿
津
堺
の
小
橋
か

ら
宝
福
寺
へ
向
か
う
。 

カ
、
宝
福
寺
か
ら
「
寺
尾
の
渡
」
の
あ
っ
た
場
所
へ
向
か
う
、
相
模
川
傍
で
休
憩
す

る
。 

キ
、
渡
の
「
番
所
」
地
名
に
あ
る
平
井
家
墓
地
を
見
学
。 

ク
、
平
井
家
・
小
野
沢
家
が
あ
る
江
戸
時
代
・
久
保
村
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
説
明
。

平
井
家
の
「
長
久
保
」
も
昔
は
こ
の
地
に
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
。 

ケ
、「
お
し
ゃ
ぐ
じ
」
と
言
わ
れ
る
場
所
に
平
成
六
年
頃
、
山
田
氏
が
写
真
を
撮
っ

た
資
料
３
の
「
奉
再
建
立
捨
空
子
大
権
現
宮
」
跡
を
調
べ
た
が
、
畑
所
有
者
・

川
村
桂
家
の
現
奥
さ
ん
が
丁
度
、
畑
で
働
い
て
い
た
の
で
聞
き
取
り
調
査
を
し

た
が
、
そ
の
存
在
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。 

ト
、
十
一
時
四
五
分
、
諏
訪
神
社
に
戻
り
、
千
木
良
側
の
寺
尾
の
渡
と
、
旧
桂
橋
ま

で
行
く
予
定
は
会
員
疲
労
も
あ
り
中
止
と
な
っ
た
。 

    

以
下
は
、
平
成
三
十
年
三
月
号
発
行
の
『
阿
比
乃
中
山 

第
三
号
』
、
平
成
三
十
一
年

三
月
発
行
の
『
阿
比
乃
中
山 

第
五
号
』
に
掲
載
の
「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝

説
」
、
そ
の
一
、
そ
の
二
の
続
き
で
す
。
今
回
で
終
結
と
な
り
ま
す
。
そ
ち
ら
の
「
阿
比

乃
中
山
」
第
三
号
、
第
五
号
も
併
せ
て
ご
覧
下
さ
い
。 

尚
、
寸
沢
嵐
村
や
江
藤
与
次
右
衛
門
に
関
る
古
文
書
の
解
読
は
、
城
山
「
久
保
沢
の
昔

を
語
る
会
」
や
藤
野
歴
史
研
究
会
会
長
で
、
当
会
会
員
で
も
あ
る
村
田
公
男
氏
が
「
石
老

山 

第
十
九
号 

（
二
〇
一
八
年
一
月
発
行
）
」
で
、
寸
沢
嵐
村
文
書
と
し
て
掲
載
し
、

解
読
発
表
さ
れ
て
い
る
も
の
と
内
容
的
に
も
重
複
す
る
個
所
も
あ
り
、
そ
ち
ら
も
参
照
し

て
頂
き
た
い
。 

 
 

 

寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
三 

五
、
古
文
書
と
寸
沢
嵐
村
名
主
与
次
右
衛
門
処
刑
伝
説
に
つ
い
て 

イ
、
江
藤
与
次
右
衛
門
処
刑
に
つ
い
て
の
伝
承 

江
藤
与
次
右
衛
門
の
処
刑
に
つ
い
て
は
、
平
成
五
年
七
月
号
、
相
模
湖
町
広
報
掲
載
の

相
模
湖
再
発
見
シ
リ
ー
ズ
、
そ
の
十
「
江
藤
与
次
右
衛
門
伝
説
と
寸
沢
嵐
村
」
に
於
い

て
、
筆
者
が
僅
か
な
資
料
を
も
と
に
、
与
次
右
衛
門
処
刑
の
原
因
と
成
っ
た｢

野
論｣

に
つ

い
て
、
推
察
を
試
み
て
い
る
の
で
、
そ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
、
近
現
代
に
伝

承
さ
れ
て
い
る
名
主
与
次
右
衛
門
の
処
刑
伝
説
に
つ
い
て
書
か
れ
た
参
考
文
献
・
資
料
を

掲
載
し
て
み
る
。 

ま
ず
始
め
は
大
正
七
年
、
柳
田
国
男
の
わ
が
国
最
初
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
が
、
内
郷
村

（
若
柳
村
と
寸
沢
嵐
村
）
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
内
郷
村
に
当
時
貴
族
院
議
員
で
「
郷
土

会
」
会
長
の
柳
田
国
男
と
会
員
等
は
、
八
月
十
五
日
よ
り
十
日
間
の
内
郷
の
郷
土
調
査
を

実
施
し
た
。
そ
の
招
請
先
鋒
に
当
た
っ
た
の
が
当
時
の
内
郷
小
学
校
校
長
で
も
あ
っ
た
長

谷
川
一
郎
氏
で
あ
る
。
家
康
が
関
東
に
入
国
す
る
と
若
柳
村
の
寸
沢
嵐
郷
が
貴
志
弥
兵
衛

正
吉
に
宛
が
わ
れ
た
が
、
元
和
四
年
に
貴
志
弥
兵
衛
正
吉
の
子
・
正
盛
が
亡
く
な
り
貴
志

家
の
嗣
子
が
な
い
た
め
、
寸
沢
嵐
郷
は
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
幕
府
に
上
知
さ
れ
、
日
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連
の
代
官
・
守
屋
佐
太
夫
行
廣
に
よ
っ
て
検
地
が
行
わ
れ
、
幕
領
の
新
た
な
寸
沢
嵐
村
が

誕
生
し
た
。
こ
の
時
の
検
地
の
古
文
書
が
「
貴
志
弥
兵
衛
上
給
寸
沢
嵐
之
郷
御
地
詰
帳
」

で
あ
る
。
こ
の
古
文
書
を
何
処
か
ら
手
に
入
れ
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
最
初
に
所
蔵
し
て

い
た
人
は
長
谷
川
一
郎
氏
で
あ
る
。
こ
の
地
詰
帳
に
は
表
紙
（
写
真
１
）
が
な
く
、
長
谷

川
一
郎
氏
は
そ
の
地
詰
帳
の
鑑
定
を
大
正
七
年
、
内
郷
村
調
査
に
来
た
小
野
武
夫
氏
や
、

昭
和
三
十
一
年
八
月
に
は
明
大

教
授
の
木
村
礎
氏
に
見
て
も
ら

い
、
元
和
五
年
の
「
貴
志
弥
兵

衛
上
給
寸
沢
嵐
之
郷
御
地
詰

帳
」
で
あ
る
事
を
確
認
し
、
証

明
さ
れ
た
旨
を
こ
の
地
詰
帳
の

最
初
に
付
加
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
「
貴
志
弥
兵
衛
上
給

寸
沢
嵐
之
郷
御
地
詰
帳
」
作
成

の
案
内
人
と
し
て
、
喜
左
衛

門
、
次
兵
衛
、
与
次
右
衛
門
の

三
人
の
名
前
が
あ
る
が
、
特
に

与
次
右
衛
門
処
刑
に
関
す
る
所

見
も
述
べ
記
載
し
て
い
る
。
そ

の
所
見
内
容
を
記
し
て
見
る
と

次
の
様
で
あ
る
。 

 

○
長
谷
川
一
郎
氏
が
寸
沢
嵐
之
郷
地
詰
帳
に
付
加
し
た
記
述
よ
り 

地
詰
帳
と
は
水
帳
「
御
図
帳
」
に
同
じ
、
時
代
は
表
破
れ
て
判
然
と
し
な
い
が 

・
・
・
・
・
・
・
省
略
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

案
内
者
三
人
の
内
與
次
右
衛
門
は
寸
沢
嵐
村
（
現
内
郷
寸
沢
嵐
）
の
名
主
で
あ
っ

た
。
小
字
寸
嵐
江
藤
家
の
墓
地
の
内
に
左
の
如
き
文
字
を
刻
し
た
石
塔
が
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
和
八
壬
戌
八
月
十
五
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

江
月
永
照
菴
主 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

俗
名 

江
藤
與
次
右
衛
門 

  
 

元
和
八
年
は
西
暦
一
六
二
二
年
也 

仮
に
与
次
右
衛
門
が
五
十
年
生
き
た
と
し
て

も
天
正
元
年
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
足
利
十
五
代
義
昭
の
時
代
、
武
田
信
玄
死
亡
し
た

時
で
あ
る
。 

元
和
八
年
に
死
亡
せ
し
故
昭
和
十
七
年
よ
り
逆
算
三
百
二
十
一
年
前
で
あ
る
、
故

に
與
次
右
衛
門
が
名
主
と
し
て
案
内
者
と
し
て
活
動
し
た
時
代
は
少
な
く
と
も 

慶

長
年
間
の
事
で
あ
る
ら
し
い
。
右
に
よ
り
推
定
す
る
と 

こ
の
水
帳
も
矢
張
慶
長
時

代
の
も
の
で
あ
る
か
と
思
う
。
即
ち
八
年
前
は
慶
長
二
十
年
に
当
た
り
、
二
代
将
軍

秀
忠
公
の
時
代
で
あ
る
。
與
次
右
衛
門
名
主
は
江
藤
を
姓
と
し
当
時
の
名
主
中
に
て

も
頗
る
勢
力
の
あ
り
し
事
は
、
色
々
の
傳
説
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
然
る
に
勢
力
家

の
反
面
に 

悪
事
を
行
っ
た
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
税
金
の
つ
か
い
こ
み
で
あ
る
。 

税
金
の
横
領
罪
と
し
て
遂
に
磔
刑
の
極
刑
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
現
に
寸
嵐
よ
り

沼
本
に
下
り
口
に
（
ハ
リ
ツ
ケ
畑
）
と
い
う
の
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
さ
ら
し

首
」
に
な
っ
た
と
傳
え
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
位
の
つ
か
い
込
が
知
ら
ぬ
が
（
は
り
つ

け 

さ
ら
し
首
）
と
は
餘
り
に
極
刑
で
あ
る
、
故
に
三
百
三
十
八
年
後
の
今
日(

一

九
六
〇) 

迄
口
碑
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
れ
が
為
に
同
村
の
名
主
村
長
は
与
次
右
衛
門
の
霊
魂
が
祟
っ
て
終
り
を
全
う
す

る
人
が
な
い 

つ
ま
り
何
か
事
件
が
起
こ
ら
ね
ば
、
病
気
す
る
か
死
ぬ
と
か
い
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
（
私
が
村
長
就
職
し
た
時
に
神
官
を
頼
に
与
次
右
衛
門
の
慰
霊
を

慰
め
る
為
に
御
払
い
を
し
た
、
為
に
二
期
八
年
間
在
期
中
何
事
も
な
く
む
き
ず
遺
す

こ
と
が
で
き
た
）
・
・
・
・
・
一
部
割
愛 

 

以
上
で
あ
る
が
、
寸
沢
嵐
村
の
江
藤
与
次
右
衛
門
処
刑
伝
説
に
関
す
る
地
元
の
伝
説
者

と
し
て
、
明
治
生
ま
れ
の
方
が
二
人
い
て
、
そ
の
伝
説
の
内
容
は
、
全
く
同
文
で
そ
の
原

写真１ 貴志弥兵衛上給寸沢嵐之郷御地詰帳 

表紙か？ 
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文
が
何
方
か
明
白
で
は
な
い
。
一
人
の
方
は
『
津
久
井
の
昔
話 

第
一
集
』
（
昭
和
四
十

五
年
四
月
二
十
八
日 

津
久
井
福
祉
事
務
所
発
行
）
に
掲
載
し
た
、
当
時
寸
沢
嵐
老
人
ク

ラ
ブ
会
長
で
あ
っ
た
江
藤
藤
江
さ
ん
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
方
は
『
寸
沢
嵐
の
昔
話
』

（
昭
和
五
十
二
年
四
月
二
十
四
日
発
行
）
著
者
で
あ
る
宮
崎
昇
次
さ
ん
で
あ
る
。
先
述
の

通
り
同
文
で
あ
る
の
で
、
そ
の
記
載
の
江
藤
与
次
右
衛
門
処
刑
伝
説
の
全
文
を
掲
載
し
て

見
よ
う
。 

「
時
代
は
詳
し
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
年
寄
の
話
に
、
江
藤
与
次
衛
門
と
云
う
人

が
当
時
の
名
主
役
を
勤
め
て
居
た
そ
う
で
す
。
お
上
に
納
め
る
（
年
貢
）
租
税
の

様
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
共
も
子
供
心
に
聞
い
た
事
で
す
が
、
こ
の
金
を

横
領
し
た
と
云
う
事
で
厳
し
い
取
調
べ
の
上
、
遂
に
張
付
け
の
刑
に
処
せ
ら
れ
殺

さ
れ
た
と
云
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
場
所
は
旧
道
の
沼
本
部
落
へ
下
る
と
云
う
所

に
現
在
は
数
年
前
よ
り
小
さ
な
工
場
が
建
っ
て
居
り
ま
す
。
処
刑
さ
れ
た
時
に
お

上
の
役
人
が
誰
か
親
類
身
寄
り
の
者
は
な
い
か
と
尋
ね
ま
し
た
が
一
同
之
を
恐
れ

て
名
乗
っ
て
出
る
者
は
無
か
っ
た
そ
う
で
す
が
、
隅
に
沼
本
部
落
の
人
大
谷
六
左

衛
門
と
い
う
人
が
私
が
親
戚
だ
と
申
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
時
お
役
人
が
、
然
ら

ば
其
の
方
に
此
の
与
次
右
衛
門
の
財
産
は
全
部
お
前
に
与
え
る
と
云
い
渡
し
が
あ

っ
て
、
此
の
人
が
頂
い
た
そ
う
で
す
。
昔
の
人
の
話
で
は
横
領
と
云
っ
て
も
僅
か

ば
か
り
の
お
金
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
如
何
な
る
間
違
い
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
斯
様

な
非
業
の
最
期
を
遂
げ
ら
れ
た
事
は
、
如
何
に
当
時
の
世
相
の
き
び
し
か
っ
た
事

が
偲
ば
れ
ま
す
。 

其
の
後
、
或
る
老
人
の
話
を
聞
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。
昔
信
州
の
或
る
所
で
無
情

の
最
後
を
遂
げ
亡
く
な
っ
て
化
物
が
出
る
と
世
間
の
評
判
に
な
り
、
此
事
を
聞
い

た
偉
い
坊
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
人
の
戒
名
に
江 ・

月 ・

と
云
う
文
字
を
書
き
入
れ
て
慰

霊
に
お
経
を
上
げ
て
か
ら
斯
様
な
話
が
無
く
な
っ
た
そ
う
で
す
。
時
代
は
変
わ
り

ま
し
て
も
、
若
し
与
次
衛
門
様
に
し
て
も
斯
様
な
事
の
な
い
よ
う
に
戒
名
（
江

月
）
何
々
と
碑
に
刻
ま
れ
て
あ
る
と
い
う
事
を
聞
き
ま
し
た
。 

私
も
此
の
話
を
聞
い
て
か
ら
、
此
の
人
の
お
墓
に
参
り
石
碑
を
調
べ
ま
し
た
。

老
人
の
云
う
通
り
石
碑
は
河
原
石
の
様
な
石
に
漸
く
其
の
文
字
を
認
め
ら
れ
ま
し

た
。
其
後
、
幾
多
の
星
霜
を
経
て
時
代
は
明
治
、
大
正
と
変
り
昭
和
の
初
期
と
な

り
、
時
代
の
変
遷
に
依
り
又
斯
様
な
話
が
浮
び
ま
し
た
。 

農
村
で
は
歴
代
の
村
長
が
奉
職
す
る
と
病
死
し
た
り
又
早
く
亡
く
な
っ
た
り
誠

に
悼
し
い
世
論
が
し
き
り
と
あ
り
、
当
時
の
村
長
（
昭
和
の
初
期
）
長
谷
川
さ
ん

の
時
代
に
村
会
議
員
、
其
の
他
の
有
志
の
間
よ
り
故
江
藤
与
次
衛
門
の
祟
り
で
は

な
い
か
と
様
々
な
話
が
持
ち
上
り
、
早
速
神
官
を
頼
み
慰
霊
式
を
挙
行
し
た
事
も

有
り
ま
し
た
。
其
の
後
斯
様
な
話
は
無
く
な
り
ま
し
た
。
」 

以
上
の
様
な
伝
説
が
寸
沢
嵐
に
現
在
も
伝
わ
る
が
、
す
で
に
『
阿
比
乃
中
山 

第
三

号
』
に
も
掲
載
し
た
、
慶
安
の
古
文
書
内
容
（
「
恐
乍
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事
」
神

奈
川
県
公
文
書
館
蔵
・
寸
沢
嵐
村
古
文
書 

状
⑪-

別
状
２
）
や
今
号
掲
載
の
次
の
古

文
書
（
「
恐
乍
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事
案
書
」
同
蔵
・
寸
沢
嵐
村
古
文
書 

状
⑪-

別
状
１
）
と
現
在
の
伝
承
と
は
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。 

現
在
ま
で
語
り
継
が
れ
て
来
て
い
る
以
上
の
「
江
藤
与
次
右
衛
門
処
刑
伝
説
」
内
容
を

分
析
し
整
理
し
て
み
る
と
次
の
様
に
な
る
。 

一
、
与
次
右
衛
門
は
「
張
付
け
の
刑
」
で
、
伝
承
で
は
そ
の
場
所
名
「
ハ
リ
ツ
ケ
畑
」
も

分
か
っ
て
い
る
事
か
ら
、
村
民
の
目
の
前
で
の
公
開
処
刑
で
あ
っ
た
事
と
な
る
。
ま

た
、
「
処
刑
さ
れ
た
時
に
お
上
の
役
人
が
誰
か
親
類
身
寄
り
の
者
は
な
い
か
と
尋
ね

た
ら
一
同
こ
れ
を
恐
れ
て
名
乗
っ
て
出
る
者
は
無
か
っ
た
が
、
隅
に
沼
本
部
落
の
大

谷
六
左
衛
門
と
い
う
人
が
私
が
親
戚
だ
と
申
し
出
た
」
と
あ
る
事
か
ら
も
村
民
の
面

前
で
の
処
刑
が
想
像
で
き
る
。 

二
、
年
貢
の
様
な
租
税
の
横
領
が
原
因
ら
し
い
と
い
う
事
な
の
で
、
寸
沢
嵐
村
農
民
を
巻

き
込
ん
だ
不
正
は
伺
わ
れ
な
い
。
個
人
的
な
罪
と
し
て
処
刑
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

公
開
処
刑
と
い
う
状
況
な
の
で
、
村
民
へ
の
み
せ
し
め
と
い
う
事
に
も
な
る
。 

三
、
寸
沢
嵐
村
の
義
民
が
与
次
右
衛
門
で
あ
っ
た
と
い
う
説
も
考
え
ら
れ
る
が
、
過
去
の

古
文
書
等
に
於
い
て
、
そ
れ
ら
し
き
内
容
を
記
し
た
古
文
書
も
な
く
、
義
民
と
し
て

の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。 
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四
、
名
主
与
次
右
衛
門
の
跡
地
に
つ
い
て
は
、
「
沼
本
部
落
の
人
大
谷
六
左
衛
門
と
い
う

人
が
私
が
親
戚
だ
と
申
し
出
る
と
、
お
役
人
が
、
然
ら
ば
其
の
方
に
此
の
与
次
右
衛

門
の
財
産
は
全
部
お
前
に
与
え
る
と
云
い
渡
し
が
あ
り
、
此
の
人
が
頂
い
た
」
と
あ

る
が
、
こ
の
事
は
『
阿
比
乃
中
山 

第
五
号
』
「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝

説 

そ
の
二
」
で
既
に
立
証
済
み
で
あ
る
が
、
筆
者
作
成
の
沼
本
部
落
俗
名
変
遷
表

を
参
照
し
て
、
こ
れ
か
ら
記
述
す
る
古
文
書
等
の
分
析
か
ら
も
、
六
左
衛
門
先
祖
の

大
谷
孫
右
衛
門
が
後
継
し
た
事
に
間
違
い
は
な
い
。 

尚
、
筆
者
は
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
六
日
、
以
前
の
資
料
を
基
に
、
相
模
原
市
緑
区

二
本
松
の
大
谷
家
の
墓
地
を
見
せ
て
頂
き
、
江
藤
与
次
右
衛
門
の
墓
石
を
確
認
し
、
写
真

を
撮
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。
沼
本
地
区
住
居
の
大
谷
家
は
津
久
井
湖
築
造
の
為
、
大
部
分
の

沼
本
地
区
の
人
達
と
共
に
二
本
松
へ
移
転
し
て
行
っ
た
。
そ
の
為
、
大
谷
家
墓
地
も
大
蔵

寺
別
院
の
あ
る
共
同
墓
地
内
に
移
転
さ
れ
た
。
そ
の
大
谷
家
墓
地
内
に
江
藤
与
次
右
衛
門

の
墓
石
が
あ
る
。
そ
の

写
真
を
次
に
掲
載
し

た
。
写
真
２
・
３
・
４ 

さ
て
、
平
成
七
年
七

月
号
、
相
模
湖
町
広
報

に
筆
者
が
掲
載
し
た
相

模
湖
再
発
見
シ
リ
ー

ズ
、
そ
の
八
「
寸
沢
嵐

村
江
藤
与
次
右
衛
門
伝

説
」
に
使
用
し
た
資
料

は
、
享
保
年
間
の
古
文

書
で
与
次
右
衛
門
が
処

刑
さ
れ
、
九
十
年
程
経

過
し
た
後
の
資
料
で
あ

っ
た
。
今
回
使
用
し
下

記
に
掲
載
す
る
古
文
書

資
料
は
、
慶
安
二
年
十

月
二
日
の
も
の
で
、
与
次

右
衛
門
処
刑
後
、
僅
か
二

十
七
年
し
か
経
っ
て
い
な

い
。
享
保
年
間
の
内
容
よ

り
さ
ら
に
核
心
に
迫
っ
た

古
文
書
と
言
え
る
。 

こ
の
古
文
書
は 

寸
沢

嵐
村
孫
右
衛
門
が
御
代
官

所
の
お
尋
ね
に
返
答
し
た

古
文
書
「
乍
恐
返
答
書
を

以
申
上
候
事
案
書
」
で
あ
る
。
『
阿
比
乃
中
山 

第
三
号
』
に
も
掲
載
し
た
、
慶
安
の
古

文
書
内
容
（
「
恐
乍
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事
」
神
奈
川
県
公
文
書
館
蔵
・
寸
沢
嵐
村
古

文
書 

状
⑪-

別
状
２
）
と
次
の
状
⑪-

別
状
１
は
同
年
代
同
月
の
も
の
で
、
大
体
同
じ
内

容
で
、
与
次
右
衛
門
に
関
係
し
た
内
容
も
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
『
阿
比
乃
中
山 

第
三

号
』
に
も
掲
載
し
た
、
寸
沢
嵐
村
古
文
書 

状
⑪-

別
状
２
は
、
天
正
十
九
年
（
一
五
九

一
）
以
前
の
若
柳
村
名
主
「
榎
本
ち
く
ご
」
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
使
用

し
た
。 

こ
の
第
七
号
、
「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
三
」
、
第
五
章
ロ
の
古

文
書
状
⑪-

別
状
１
（
写
真
５
・
６
）
は
「
与
次
右
衛
門
」
に
関
す
る
内
容
が
多
く
、
そ

の
た
め
に
史
料
と
し
て
掲
載
使
用
し
た
。 

尚
、
こ
の
古
文
書
全
文
は
古
文
書
解
読
と
し
て
、
原
文
が
長
文
の
為
、
前
文
を
写
真

５
、
後
文
を
写
真
６
と
し
て
以
下
に
全
文
掲
載
し
た
。
写
真
は
筆
者
が
撮
影
し
た
写
真
を

拡
大
コ
ピ
ー
し
た
も
の
で
判
り
に
く
い
箇
所
も
あ
り
、
そ
の
点
は
ご
容
赦
の
程
、
お
願
い

し
ま
す
。
ま
た
、
下
段
の
解
読
個
所
の
□
は
筆
者
の
解
読
不
能
文
字
で
す
。
多
分
に
間
違

い
が
あ
る
点
、
勉
強
不
足
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

ロ
、
「
恐
乍
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事
案
書
」
（
神
奈
川
県
公
文
書
館
蔵
・
寸
沢
嵐
村
古

文
書 

状
⑪-
別
状
１
）
か
ら
の
与
次
右
衛
門
処
刑
伝
説
分
析 

写真２ 江月永照菴主-正面 写真３ 江藤與次右衛門-左側 

写真４ 元和八壬戌八月十五日-右側 
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乍
恐
返
答
書
を
以
申
上
候
事
案
書 

 

一
寸
沢
嵐
村
名
主
与
次
右
衛
門
跡
之
田
地
、
当
年
弐
拾 

六
年
以
前
者
若
柳
分
寸
沢
嵐
分
両
村
之 

田
地
、
与
次
右
衛
門
か
ゝ
へ
申
候
か
御
仕
置
ニ
被
仰
付
、
彼 

若
柳
分
者
弥
次
右
衛
門
ニ
御
預
ヶ
被
成
候
、
則
寸
沢 

嵐
分
与
次
右
衛
門
田
地
、
古
佐
太
夫
様
ゟ
守
屋 

四
郎
左
衛
門
殿
を
使
に
以
、
子
ノ
三
月
ゟ
我
等
ニ
預
り 

候
へ
よ
し
被
仰
付
候
ニ
付
、
御
手
形
を
仕
預
り 

置
申
候
、
田
地
只
今
百
姓
申
分
、
名
主
給
分
と 

申
上
候
て
も
、
我
等
者
御
年
貢
漆
共
ニ
只
今
迄 

御
公
儀
様
へ
納
申
候
を
名
主
給
分
ニ
御
座
候
と 

申
上
候
者
い
つ
わ
り
ニ
御
座
候 

  

一
古
佐
太
夫
様
ゟ
我
等
壱
人
ニ
与
次
右
衛
門
田
地 

 

御
預
ヶ
被
成
候
ニ
付
、
御
て
か
た
を
仕
指
上
申
候
、 

名
主
も
被
仰
付
候
間
、
其
後
久
兵
衛
を
相 

名
主
ニ
被
仰
付
、
御
年
貢
勘
定
萬
出
合 

仕
候
而
、
小
手
形
迄
久
兵
衛
・
孫
右
衛
門
と
両
判
ニ
而 

百
姓
方
へ
出
し
申
候
事 

 
 

 

一
右
之
与
次
右
衛
門
田
地
、
御
公
儀
様
御
け
つ
し
よ
ニ 

上
り
申
候
田
地
を
古
佐
太
夫
様
、
我
等
ニ
御
預 

ヶ
被
成
候
を
名
主
給
分
と
申
上
候
者
い
つ
わ
り
ニ 

御
座
候
事 

写真５「乍恐返答書を以申上候事案文」県公文書館蔵・寸沢嵐村古文書 状⑪-別状１前文 
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一
前
々
よ
り
与
次
右
衛
門
田
地
名
主
給
分
に
ハ 

無
御
座
候
、
彼
与
次
右
衛
門
と
申
ハ
先
年
よ
り 

 

百
姓
ニ
御
座
候
を
貴
志
弥
兵
衛
様
御
見
立 

 

被
成
名
主
被
仰
付
候
事 

 

一
百
姓
別
之
御
年
貢
請
取
申
事
も
壱 

 

年
キ
ゼ
に
請
取
申
、
則
御
代
官
様
へ
指 

 

上
申
、
皆
済
手
形
被
下
候
ニ
も
孫
右
衛
門 

伊
右
衛
門
と
被
下
候
、
万
郷
中
指
引
仕 

 

候
事 

 

一
右
与
次
右
衛
門
田
地
只
今
百
姓
御
て
が
た
仕
、 

 

指
上
預
り
申
と
申
上
候
者
い
つ
わ
り
ニ
御 

 

座
候
間
、
百
姓
方
へ
御
尋
被
成
可
被
下
候
事 

 

一
御
公
儀
様
ゟ
わ
た
り
申
諸
役
等
、
我
等 

 

郷
中
へ
触
候
へ
ハ
、
百
姓
聞
不
申
候
ニ
付
、 

 

此
六
ヶ
敷
候
儀
済
申
内
、
御
公
儀
様
を 

 

大
せ
つ
と
存
、
諸
役
伊
右
衛
門
ニ
郷
中
へ
ふ 

 

れ
候
へ
よ
し
申
越
候
へ
ハ
、
只
今
百
姓
申
分
ニ
ハ 

 

孫
右
衛
門
方
へ
名
主
返
し
申
候
と
申
上
候
者 

 
い
つ
わ
り
ニ
御
座
候
事 

  

右
之
条
々
被
聞
召
分
御
尋
ニ
候
ハ
ヽ 

口
上
ニ
て
可
申
上
候
、
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寸
沢
嵐
村 

慶
安
弐
年
丑 
拾
月
二
日 

 
 

孫
右
衛
門 

写真６「乍恐返答書を以申上候事案文」県公文書館蔵・寸沢嵐村古文書 状⑪-別状１後文 
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写
真
５
、
写
真
６
の
内
容
は
大
体
、
次
の
様
に
成
る
。 

一
、
寸
沢
嵐
村
名
主
与
次
右
衛
門
跡
の
田
地
は
、
当
年
よ
り
二
十
六
年
以
前
、
つ
ま
り
、

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
以
前
は
、
若
柳
分
寸
沢
嵐
分
両
村
の
田
地
、
与
次
右
衛
門
が

抱
え
持
っ
て
い
た
の
か
、
お
仕
置
き
に
仰
せ
付
け
ら
れ
、
若
柳
分
は
弥
次
右
衛
門
（
奥

畑
鈴
木
家
）
に
預
け
ら
れ
、
別
の
寸
沢
嵐
分
の
与
次
右
衛
門
田
地
は
、
守
屋
佐
太
夫
行

広 
(

古
佐
太
夫)

様
よ
り
、
守
屋
四
郎
左
衛
門
殿
を
使
い
、
子
の
三
月
よ
り
我
等
に
預

か
り
べ
く
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
で
、
お
手
形
を
し
て
、
預
か
っ
て
い
た
。
田
地
只
今
、

百
姓
の
言
い
分
の
名
主
給
料
（
名
主
給
分
）
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
我
等
は
御
年
貢
漆

共
に
只
今
迄
御
公
儀
様
へ
納
め
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
名
主
の
給
料
で
あ
る
と
す
る

事
は
、
事
実
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

一
、
守
屋
佐
太
夫
行
広 

(

古
佐
太
夫)

様
よ
り
我
等
一
人
に
与
次
右
衛
門
田
地
お
預
け
な

さ
れ
た
の
で
、
預
り
の
御
手
形
を
差
し
上
げ
て
い
た
。
名
主
も
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の

で
、
其
の
後
、
久
兵
衛
（
奥
畑
鈴
木
家
）
も
相
名
主
に
仰
せ
付
け
ら
れ
、
御
年
貢
勘
定

や
全
て
の
決
済
、
小
手
形
迄
、
久
兵
衛
・
孫
右
衛
門
印
を
両
判
し
て
百
姓
方
へ
出
し
て

き
て
い
る
。 

一
、
右
の
与
次
右
衛
門
田
地
は
、
御
公
儀
様
よ
り
罪
に
て
、
永
久
没
収
さ
れ
た
田
地
で
、

古
佐
太
夫
様
が
我
ら
に
お
預
け
成
さ
れ
た
の
を
名
主
給
料
分
と
申
す
の
は
事
実
で
な

い
。 

一
、
前
々
よ
り
与
次
右
衛
門
田
地
は
、
名
主
給
料
分
で
は
な
く
、
彼
の
与
次
右
衛
門
と
申

す
者
は
、
先
年
よ
り
百
姓
で
あ
っ
た
の
を
、
貴
志
弥
兵
衛
様
の
お
見
立
て
に
よ
り
名
主

に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 

一
、
百
姓
前
々
、
御
年
貢
請
け
取
る
事
も
、
一
年
期
の
銭
を
請
け
取
る
も
、
御
代
官
様
へ

指
し
上
げ
、
そ
の
皆
済
手
形
に
は
、
孫
右
衛
門
（
大
谷
家
先
祖
）
・
伊
右
衛
門
（
鈴
木

家
先
祖
）
へ
と
下
さ
れ
、
全
て
の
郷
中
の
損
得
勘
定
さ
れ
て
い
る
事
。 

一
、
右
与
次
右
衛
門
田
地
は
、
只
今
百
姓
が
手
形
を
し
て
指
し
上
げ
、
預
か
っ
て
い
る
と

申
す
こ
と
は
、
事
実
で
は
な
い
事
な
の
で
、
百
姓
方
へ
お
尋
ね
さ
れ
る
べ
く
事
。 

一
、
御
公
儀
様
よ
り
渡
さ
れ
る
諸
役
等
を
、
我
等
郷
中
へ
触
れ
る
と
、
百
姓
聞
き
申
さ

ず
、
此
の
難
し
い
儀
、
済
（
わ
た
り
）
申
す
内
、
ま
ず
は
御
公
儀
様
を
大
切
と
存
じ

て
、
諸
役
を
伊
右
衛
門
に
郷
中
に
触
れ
回
す
よ
う
に
し
た
が
、
百
姓
の
申
分
は
孫
右
衛

門
へ
名
主
を
返
す
よ
う
に
申
し
た
と
言
う
事
は
事
実
で
は
な
い
事
で
あ
る
。 

右
の
条
々
お
聞
き
召
さ
れ
、
お
尋
ね
下
さ
れ
ば
、
口
上
に
て
申
し
上
げ
致
し
ま
す
。
以
上 

 
 
 
 

慶
安
二
年
丑
十
月
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

寸
沢
嵐
村 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

孫
右
衛
門 

 
 

以
上
、
こ
の
古
文
書
「
「
恐
乍
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事
案
書
」
」
よ
り
江
藤
与
次
右

衛
門
に
関
す
る
伝
説
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
伝
説
は
言
い
伝
え
等
で
現
在
ま
で
伝
わ

り
、
ま
た
年
を
経
る
に
連
れ
色
々
な
枝
葉
が
付
け
加
え
ら
れ
、
当
所
の
事
件
が
様
々
の
内

容
に
変
化
し
伝
え
ら
れ
て
来
て
い
る
。
ま
た
、
伝
説
関
係
者
の
子
孫
に
よ
っ
て
も
伝
わ
り

方
の
内
容
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
事
件
の
時
代
を
古
文
書
を
使
い
、
考
察

す
る
事
は
伝
説
解
明
の
信
憑
性
が
高
く
な
る
事
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
地
方
古
文

書
を
見
な
が
ら
伝
説
解
明
し
て
見
よ
う
と
思
う
。 

ロ
、
処
刑
原
因
の
推
察 

さ
て
、
前
記
古
文
書
の
書
か
れ
た
時
は
、
慶
安
二
年
丑
（
一
六
四
九
）
で
あ
る
か
ら
、

与
次
右
衛
門
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
、
墓
石
記
載
の
写
真
４
で
分
か
る
よ
う
に
元
和
八
年

（
一
六
二
二
）
で
、
処
刑
か
ら
二
十
七
年
後
の
古
文
書
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
写
真
５
で
も
「
寸
沢
嵐
村
名
主
与
次
右
衛
門
跡
の
田
地
は
、
当
年
（
慶
安
二
年
）
二
十

六
年
以
前
、
つ
ま
り
、
元
和
九
年
以
前
は
、
若
柳
分
寸
沢
嵐
分
両
村
の
田
地
、
与
次
右
衛

門
が
抱
え
持
っ
て
い
た
の
か
、
お
仕
置
き
に
仰
せ
付
け
ら
れ
・
・
・
」
と
書
か
れ
て
い
て

与
次
右
衛
門
処
刑
は
元
和
八
年
で
間
違
い
は
な
い
。 

さ
て
、
与
次
右
衛
門
は
、
若
柳
・
寸
沢
嵐
両
村
に
田
地
を
抱
え
持
っ
て
い
た
と
言
う
事

に
言
及
し
て
み
よ
う
。
こ
の
古
文
書
か
ら
は
与
次
右
衛
門
が
若
柳
村
と
寸
沢
嵐
村
の
田
地

を
抱
え
持
っ
て
い
た
事
が
、
「
お
仕
置
」
に
仰
せ
付
け
ら
れ
た
原
因
で
、
「
田
地
」
と
あ

る
か
ら
畑
地
は
関
係
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
「
阿
比
乃
中
山 

第
５
号
」
で
も
記
し
て
い
る

が
、
若
柳
村
の
寸
沢
嵐
郷
は
徳
川
家
康
の
家
臣
貴
志
弥
兵
衛
正
吉
に
当
初
宛
が
わ
れ
、
そ
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の
子
貴
志
弥
兵
衛
正
盛
は
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
十
八
歳
に
て
死
去
し
、
そ
の
後
貴

志
家
は
嗣
子
が
無
い
た
め
断
絶
し
た
。
そ
し
て
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
寸
嵐
之
郷
上
給

検
地
が
行
わ
れ
寸
沢
嵐
村
の
誕
生
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
寸
沢
嵐
村
の
守
屋
左
太
夫
代
官

下
で
与
次
右
衛
門
は
元
和
八
年
の
処
刑
さ
れ
る
ま
で
、
寸
沢
嵐
村
の
有
力
者
と
し
て
寸
嵐

之
郷
上
給
検
地
で
は
案
内
役
も
勤
め
て
い
た
の
で
あ
る
。 

筆
者
は
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
の
寸
嵐
之
郷
上
給
検
地
帳
（
写
真
１
）
を
念
入
り
に

調
査
し
た
。
こ
の
検
地
帳
の
分
析
で
は
江
藤
与
次
右
衛
門
は
総
耕
作
人
の
中
で
第
九
位
の

耕
作
高
で
一
〇
二
一
貫
文
で
あ
っ
た
。
（
阿
比
乃
中
山
第
５
号
掲
載
済
）
そ
し
て
、
与
次

右
衛
門
耕
作
地
は
全
て
畑
地
で
、
田
地
は
全
く
見
つ
け
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
古
文
書
に
は
「
当
年
弐
拾
六
年
以
前
者
若
柳
分
寸
沢
嵐
分
両
村
之
田
地
、
与
次
右
衛

門
か
ゝ
へ
申
候
か
御
仕
置
ニ
被
仰
付
・
・
・
」
と
あ
り
、
与
次
右
衛
門
が
若
柳
村
・
寸
沢

嵐
村
に
田
地
を
抱
え
持
っ
て
い
た
事
が
伺
え
る
。
寸
沢
嵐
村
の
田
地
は
殆
ん
ど
小
名
沼
本

か
道
志
に
存
在
す
る
が
、
こ
の
地
字
に
与
次
右
衛
門
の
田
地
と
し
て
そ
の
耕
作
名
は
見
ら

れ
な
い
。 

ま
た
、
与
次
右
衛
門
の
出
自
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
現
在
の
寸
沢
嵐
村
江
藤
家
先
祖
を

見
て
も
、
与
次
右
衛
門
が
何
方
の
先
祖
で
あ
っ
た
か
は
全
く
不
明
で
、
過
去
帳
、
古
文
書

等
を
見
て
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
お
仕
置
き
さ
れ
た
と
言
う
事
で
、
先
祖
が
記
録
に
遺
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
伝
説
で
「
処
刑
さ
れ
た
時
に
お
上
の
役
人
が
誰
か
親

類
身
寄
り
の
者
は
な
い
か
と
尋
ね
ま
し
た
が
一
同
之
を
恐
れ
て
名
乗
っ
て
出
る
者
は
無
か

っ
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
与
次
右
衛
門
の
後
継
者
は
無
く
、
独
り
者
で
あ
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。 

寸
沢
嵐
に
は
天
正
三
年(

一
五
七
五)

、
宗
首
座
開
山
の
「
宝
源
寺
」
と
云
う
臨
済
宗
宝

福
寺
末
の
寺
が
あ
り
、
こ
の
寺
は
江
藤
氏
一
族
の
氏
寺
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
八

年
後
の
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
四
月
十
一
日
付
の
古
文
書
（
『
阿
比
乃
中
山 

第
３

号
』
掲
載
）
に
「
寸
沢
嵐
」
初
見
の
古
文
書
が
あ
り
、
北
条
氏
政
公
よ
り
一
貫
五
〇
〇
文

を
、
津
久
井
の
各
村
の
地
侍
に
与
え
る
と
言
う
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
寸
沢
嵐
で
は

「
平
井
中
作
、
長
田
九
兵
衛
」
が
、
若
柳
は
「
榎
本
ち
く
ご
」
と
言
う
人
物
に
宛
が
わ
れ

て
い
る
。
先
記
、
天
正
十
一
年
の
古
文
書
に
は
寸
沢
嵐
の
有
力
者
と
し
て
も
与
次
右
衛
門

の
名
前
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
七
年
後
、
天
正
十
八
（
一
五
九
〇
）
年
、
徳
川
家
康
が
関

東
へ
入
国
し
た
が
、
そ
の
二
年
後
の
文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
、
古
文
書
分
析
か
ら
貴
志

弥
兵
衛
正
吉
は
寸
沢
嵐
郷
を
私
領
と
し
て
処
務
し
た
事
が
解
か
る
。
ま
た
、
『
阿
比
乃
中

山 

第
３
号
」
「
三
、
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
一
」
の
二
の
ロ
、

「
天
正
十
一
年
、
慶
安
二
年
、
元
和
五
年
古
文
書
と
千
木
良
村
當
所
根
元
記
」
で
の
古
文

書
、
「
恐
乍
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事 

慶
安
二
年
丑
ノ
拾
月
」
を
紹
介
し
た
が
、
そ
の

中
で
「
貴
志
弥
兵
衛
様
御
意
ニ
て
与
次
右
衛
門
と
申
も
の
先
年
ゟ
百
性
ニ
御
座
候
を
貴
志

弥
兵
衛
様
御
見
立
被
成
」
と
あ
り
、
与
次
右
衛
門
は
寸
沢
嵐
郷
百
性
の
中
か
ら
貴
志
弥
兵

衛
の
お
見
立
て
に
よ
り
名
主
に
抜
擢
さ
れ
た
と
あ
る
。
与
次
右
衛
門
は
こ
の
頃
は
未
だ
小

百
性
で
は
あ
っ
た
が
、
読
み
書
き
算
盤
に
卓
越
し
た
百
姓
で
あ
る
が
故
、
貴
志
弥
兵
衛
正

吉
は
。
郷
内
の
諸
役
勘
定
を
仕
切
る
名
主
役
と
し
て
与
次
右
衛
門
が
適
任
で
あ
り
、
そ
の

役
を
務
め
さ
せ
た
事
も
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
貴
志
弥
兵
衛
が
私
領
地
寸
沢
嵐
郷
へ
自
身

連
れ
て
き
た
開
発
百
姓
で
あ
る
考
え
方
も
あ
る
。
こ
の
間
、
与
次
右
衛
門
は
貴
志
家
か
ら

寸
沢
嵐
郷
を
任
さ
れ
た
名
主
役
と
し
て
、
そ
れ
な
り
の
自
由
な
采
配
も
許
さ
れ
、
個
人
的

に
は
田
地
も
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
こ
れ
に
関
係
し
て
、
次
号
の
「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
四
」

に
詳
細
は
譲
る
が
、
貴
志
弥
兵
衛
正
吉
私
領
時
代
に
は
、
寸
沢
嵐
村
百
性
か
ら
与
次
右
衛

門
は
名
主
と
し
て
田
地
を
名
主
給
分(

名
主
給
料)

と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
た
真
偽
に
つ
い

て
、
寸
沢
嵐
村
百
性
と
伝
説
与
次
右
衛
門
の
跡
地
を
後
継
し
た
と
さ
れ
る
孫
左
衛
門
（
六

左
衛
門
の
祖
父
）
と
の
出
入
り
が
あ
り
、
そ
の
事
が
『
阿
比
乃
中
山 

第
三
号
』
に
も
掲

載
し
た
写
真
２
「
恐
乍
返
答
書
を
以
申
上
候
御
事 

慶
安
二
年
丑
ノ
拾
月
」(

公
文
書
館

蔵
・
寸
沢
嵐
村
古
文
書 

状
⑪-

別
状
２)

に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
孫
左
衛
門
は
与

次
右
衛
門
は
田
地
を
給
分
と
し
て
貰
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
主
張
し
、
給
分
で
あ
っ
た
と

主
張
す
る
寸
沢
嵐
村
百
姓
と
伊
右
衛
門
（
若
柳
村
名
主
）
と
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
内
容

は
与
次
右
衛
門
が
田
地
を
抱
え
て
い
て
処
刑
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
問
題
が
あ
る
個
所
で

「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
四
」
と
し
て
考
察
の
余
地
が
あ
る
。 

さ
て
、
貴
志
弥
兵
衛
正
盛
死
去
で
寸
沢
嵐
郷
は
上
知
さ
れ
検
地
が
元
和
五
年
に
行
わ
れ

た
が
、
こ
の
際
、
与
次
右
衛
門
は
次
兵
衛
・
喜
左
衛
門
と
共
に
御
縄
入
れ
に
際
し
、
案
内

役
を
務
め
て
い
る
。
推
測
で
は
あ
る
が
こ
の
検
地
で
、
貴
志
家
か
ら
許
さ
れ
て
い
た
与
次

右
衛
門
所
有
田
地
を
検
地
か
ら
外
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
「
隠
田 

お
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ん
で
ん
」
が
あ
り
、
こ
の
発
覚
が
与
次
右
衛
門
「
お
仕
置
」
の
原
因
に
な
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。 

「
隠
田
」
と
は
、
「
い
ん
で
ん
」
と
か
「
か
く
し
だ
」
と
も
読
ま
れ
、
検
地
の
際
、
隠

し
て
い
た
土
地
、
ま
た
幕
府
に
申
告
し
な
い
で
開
墾
し
た
土
地
を
言
う
。
筆
者
は
二
十
年

前
か
ら
地
元
の
墓
地
調
査
を
兼
ね
、
各
地
区
各
家
の
江
戸
時
代
か
ら
の
俗
名
変
遷
を
調
査

し
た
。
そ
の
際
、
古
老
か
ら
現
在
の
若
柳
地
区
で
の
小
名
や
地
字
が
慶
長
九
年
辰
の
検
地

帳
に
書
か
れ
た
地
字
と
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
色
々
聞
い
て
見
た
事
が
あ
る
。
そ
の
中

で
「
若
柳
」
地
区
に
「
後
田
」
が
あ
る
事
を
聞
い
た
。
そ
の
場
所
は
山
に
囲
ま
れ
た
地
形

で
、
戦
国
時
代
、
地
元
有
力
者
が
隠
棲
し
て
い
た
場
所
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
後
は
開
墾
さ

れ
田
地
に
な
っ
た
地
で
あ
る
。 

こ
の
地
は
若
柳
村
村
内
に
あ
る
が
、
筆
者
が
墓
地
調
査
等
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の

「
後
田
」
傍
に
は
江
藤
姓
を
持
つ
家
が
江
戸
時
代
四
～
五
軒
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、

昭
和
初
年
頃
迄
に
は
全
て
離
村
し
て
行
っ
た
。
現
在
に
於
い
て
も
残
さ
れ
た
江
藤
家
の
墓

は
確
認
さ
れ
る
が
、
若
柳
村
内
の
限
ら
れ
た
地
で
、
江
戸
時
代
か
ら
江
藤
姓
を
持
っ
た
家

が
固
ま
っ
て
生
活
し
て
い
た
事
は
、
殆
ん
ど
の
若
柳
地
区
の
人
達
は
知
ら
な
い
、
平
成
五

年
頃
の
調
査
時
点
で
古
老
の
話
で
は
離
散
の
原
因
は
火
事
で
あ
っ
た
伝
え
て
い
る
。 

さ
て
、
与
次
右
衛
門
処
刑
伝
説
の
先
述
の
推
測
を
更
に
推
論
し
て
見
る
と
、
ま
ず
何
故

に
若
柳
に
江
藤
姓
の
家
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
与
次
右
衛
門
の
田
畑
が
貴
志

弥
兵
衛
の
私
領
時
代
若
柳
村
に
存
在
し
、
こ
れ
を
小
作
し
て
い
た
の
が
若
柳
村
内
の
江
藤

各
家
で
、
当
然
、
そ
の
近
く
に
は
与
次
右
衛
門
の
田
地
、
つ
ま
り
先
述
の
「
後
田
」
も
存

在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
元
和
五
年
の
検
地
の
際
、
見
過
ご
さ
れ
て
い
て
こ
の

地
が
「
隠
田
」
と
し
て
発
覚
、
お
仕
置
き
と
成
っ
た
の
で
は
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。 

更
に
若
柳
村
の
検
地
で
は
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
辰
の
「
相
州
津
久
井
領
若
柳
村
御

地
詰
帳
」
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
若
柳
村
の
検
地
帳
を
探
し
て
み
た
ら
思
い
が
け

ず
、
元
和
二
年(

一
六
一
六)

九
月
二
十
五
日
の
「
相
州
津
久
井
領
若
柳
村
新
畑
改
帳
」

（
県
公
文
書
館
蔵
）
の
コ
ピ
ー
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
（
写
真
７
・
８
）
元
和
二
年
の
事

な
の
で
元
和
五
年
の
寸
沢
嵐
郷
上
給
検
地
の
三
年
前
の
若
柳
村
の
耕
作
人
の
記
載
が
あ

る
。
こ
れ
を
筆
者
作
成
江
戸
時
代
俗
名
変
遷
表
か
ら
分
析
を
試
み
て
み
た
。
そ
の
結
果
、

写真７ 元和２年「相州津久井領若柳村新畑改帳」記載 
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若
柳
村
村
内
の
耕
作
人
の
外
に
、
寸
沢
嵐
村
百
姓
と
思
わ
れ
る
人
物
が
入
作
し
新
田
開
発

し
て
い
る
記
載
が
見
つ
か
っ
た
。
筆
者
は
慶
長
九
年
「
相
州
津
久
井
領
若
柳
村
御
地
詰

帳
」
を
分
析
し
、
そ
れ
に
掲
載
耕
作
人
が
現
代
の
ど
の
家
の
先
祖
な
の
か
調
査
し
て
い

た
。
若
柳
村
の
検
地
帳
な
の
で
若
柳
地
区
住
人
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
た
が
、
三
～
四
名

ど
う
し
て
も
若
柳
村
住
人
に
属
さ
な
い
俗
名
が
あ
り
空
白
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
今

回
、
与
次
右
衛
門
伝
説
の
お
仕
置
き
原
因
究
明
で
、
寸
沢
嵐
地
区
内
の
俗
名
変
遷
を
辿
る

と
、
空
白
を
埋
め
る
俗
名
が
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
物
は
「
善
左
衛
門
」

「
善
右
衛
門
」
「
源
右
衛
門
」
で
ほ
ぼ
若
柳
村
と
寸
沢
嵐
村
分
村
の
境
界
と
な
る
「
阿
津

川
」
に
沿
っ
た
地
字
で
の
「
田
地
」
の
切
り
拓
き
で
あ
っ
た
。
調
査
の
結
果
、
善
左
衛
門

は
「
寸
沢
嵐
村
家
号
・
春
日
の
江
藤
家
」
、
善
右
衛
門
は
「
寸
沢
嵐
村
某
江
藤
家
」
、
そ

し
て
源
右
衛
門
は
「
寸
沢
嵐
村
家
号
・
大
西 

江
藤
家
」
が
そ
れ
に
相
当
し
た
。
い
ず
れ

も
若
柳
村
か
ら
寸
沢
嵐
村
が
分
村
す
る
際
の
基
準
と
な
っ
た
阿
津
川
に
沿
い
、
田
地
に
適

し
た
場
所
の
新
田
開
拓
で
あ
る
。
記
載
さ
れ
た
寸
沢
嵐
村
江
藤
各
家
に
と
っ
て
も
住
居
の

近
辺
で
、
田
の
開
拓
に
は
容
易
な
場
所
で
あ
る
。 

余
談
と
な
る
が
『
阿
比
乃
中
山 

第
五
号
』
「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
二
」
の
ハ
、
宝
源
寺
と
江
藤
家
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
既
に
述
べ
て
い
る
が
、
相
模
湖

歴
史
研
究
会
員
江
藤
建
市
家
に
は
「
長
性
院
秋
月
道
金
居
士 

元
亀
二
年
辛
未
八
月
十
五

日 

江
藤
和
泉
頭
」
を
記
す
位
牌
が
あ
る
。
正
覚
寺
の
過
去
帳
に
も
同
戒
名
、
同
没
年
月

日
で
「
五
左
衛
門
先
祖 

江
藤
和
泉
事
」
と
記
載
が
あ
る
。
寸
沢
嵐
村
江
藤
家
に
と
っ
て

始
祖
と
も
い
え
る
人
物
の
様
で
あ
る
が
、
他
に
若
柳
阿
津
地
区
の
山
口
英
幸
家
に
「
長
性

院
殿
秋
月
道
金
居
士 

元
亀
二
辛
未
年
八
月
十
八
日
」
の
位
牌
が
あ
り
、
ど
う
い
う
人
物

か
は
山
口
家
で
も
分
ら
な
い
様
で
あ
っ
た
。
没
月
日
が
八
月
十
五
日
で
は
な
く
十
八
日
、

そ
し
て
、
戒
名
が
院
号
で
は
な
く
院
殿
号
と
な
っ
て
相
違
が
あ
る
。
も
し
同
人
物
だ
と
す

る
と
写
真
８
の
右
か
ら
二
番
目
の
「
八
兵
衛
」
は
若
柳
村
阿
津
の
住
人
で
度
々
組
頭
も
勤

め
る
重
要
人
物
で
あ
る
。
そ
の
分
家
筋
が
八
右
衛
門
、
つ
ま
り
八
右
衛
門
は
山
口
英
幸
家

に
相
当
す
る
。
そ
し
て
写
真
８
の
開
発
田
畑
の
地
字
は
全
て
若
柳
阿
津
川
沿
い
で
、
そ
こ

に
寸
沢
嵐
村
か
ら
江
藤
家
の
善
右
衛
門
が
入
作
し
て
い
る
の
を
見
る
と
、
八
兵
衛
の
分
家

筋
八
右
衛
門
に
と
っ
て
、
こ
の
当
時
、
与
次
右
衛
門
や
他
の
江
藤
家
か
ら
何
ら
か
の
便
宜

が
図
ら
れ
、
そ
の
縁
で
江
藤
家
の
始
祖
「
長
性
院
殿
秋
月
道
金
居
士
」
の
位
牌
を
奉
っ
た

と
考
え
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。 

写真８ 元和２年「相州津久井領若柳村新畑改帳」記載 
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さ
て
、
若
柳
村
内
の
寸
沢
嵐
郷
が
貴
志
弥
兵
衛
正
吉
の
私
領
時
代
に
は
明
白
な
若
柳
村

と
寸
沢
嵐
郷
の
村
境
と
い
う
も
の
は
な
く
、
寸
沢
嵐
郷
の
百
姓
も
若
柳
村
村
内
に
も
自
由

に
入
作
地
を
持
ち
、
田
畑
を
耕
作
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
貴
志
弥
兵
衛
正
盛
が

嗣
子
無
く
断
絶
し
、
寸
沢
嵐
郷
が
上
知
さ
れ
寸
沢
嵐
村
が
出
来
る
際
の
元
和
五
年
の
寸
嵐

之
郷
上
給
検
地
に
於
い
て
、
与
次
右
衛
門
の
小
作
と
思
わ
れ
る
若
柳
村
村
内
の
入
作
田
地

の
取
扱
に
不
正
が
生
じ
、
古
文
書
に
は
「
若
柳
分
寸
沢
嵐
分
両
村
之
田
地
、
与
次
右
衛
門

か
ゝ
へ
申
候
か
御
仕
置
ニ
被
仰
付
」
と
あ
る
か
ら
、
先
述
の
若
柳
村
内
に
江
藤
家
が
三~

四
軒
あ
り
、
そ
れ
が
与
次
右
衛
門
の
小
作
地
で
隠
田
と
し
て
発
覚
、
お
仕
置
き
に
成
っ
た

と
言
う
推
測
説
と
同
様
、
田
地
の
不
正
を
考
え
る
な
ら
ば
、
実
際
は
写
真
７
・
８
の
若
柳

村
新
畑
改
帳
に
記
載
の
善
左
衛
門
や
源
右
衛
門
、
善
右
衛
門
の
新
田
地
は
与
次
右
衛
門
分

の
小
作
地
で
、
そ
れ
ら
の
若
柳
分
与
次
右
衛
門
田
地
の
年
貢
不
正
が
発
覚
し
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。 

い
づ
れ
に
し
て
も
与
次
右
衛
門
の
名
が
検
地
帳
に
現
れ
る
の
は
、
元
和
五
年
（
一
六
一

九
）
寸
嵐
之
郷
上
給
検
地
帳
と
、
次
に
記
述
す
る
元
和
四
年
と
思
わ
れ
る
「
寸
沢
嵐
村
新

畑
午
之
年
改
帳
」
（
神
奈
川
県
公
文
書
館
蔵
）
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
時
代
近
辺
に
存
在
す

る
検
地
帳
が
無
い
の
が
原
因
と
も
な
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
貴
志
弥
兵
衛
正
吉
の
お
見

立
て
で
、
私
領
寸
沢
嵐
の
名
主
に
も
な
っ
た
与
次
右
衛
門
の
名
が
、
そ
の
後
、
幕
府
検
地

帳
で
散
見
で
き
な
い
の
は
不
思
議
で
、
与
次
右
衛
門
田
畑
地
の
隠
し
事
が
原
因
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
旗
本
貴
志
家
私
領
時
代
は
、
寸
沢
嵐
郷
の
名
主
役
は
大
き
な
権
限
を
持
っ
て

い
た
事
で
あ
ろ
う
。
検
地
も
な
く
そ
の
名
主
給
分
と
し
て
田
地
を
抱
え
持
つ
事
は
、
幕
府

の
干
渉
も
な
い
私
領
な
る
が
故
、
ま
た
、
貴
志
家
の
陣
屋
も
置
か
れ
な
い
私
領
地
と
し
て

は
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。 

与
次
右
衛
門
の
処
刑
伝
説
の
そ
の
原
因
の
も
う
一
つ
は
、
与
次
右
衛
門
の
名
前
が
古
文

書
で
見
ら
れ
る
の
は
、
先
述
の
様
に
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
寸
嵐
之
郷
上
給
検
地
帳

で
あ
る
。
し
か
し
、
年
代
不
詳
で
あ
る
が
「
寸
沢
嵐
村
新
畑
午
之
年
改
帳
」
（
神
奈
川
県

公
文
書
館
蔵
）
と
い
う
古
文
書
が
あ
る
。
こ
の
古
文
書
に
は
新
畑
を
開
い
た
場
所
、
そ
の

耕
作
高
の
貫
文
記
載
、
下
段
に
耕
作
人
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
一
筆
の
み

「
阿
津
？
川
は
た 

七
文 

与
次
右
衛
門
」
の
記
載
が
あ
っ
た
。
貫
文
記
載
で
あ
る
か
ら

慶
長
～
寛
永
年
間
頃
の
改
帳
で
あ
る
。
又
、
表
紙
は
「
寸
沢
嵐
村
新
畑
午
之
年
改
帳
」

で
、
「
寸
沢
嵐
郷
」
で
は
無
く
「
寸
沢
嵐
村
」
と
成
っ
て
い
る
点
に
疑
問
が
残
る
が
、
一

般
に
は
元
和
五
年
の
貴
志
家
の
上
給
検
地
を
以
て
、
守
屋
佐
太
夫
行
廣
代
官
の
も
と
寸
沢

嵐
村
が
で
き
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
推
察
す
る
と
、
こ
の
古
文
書
の
年
代
は

元
和
五
年
以
降
の
午
歳
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
元
和
五
年
以
降
の
午
年
は
寛
永

七
年
（
一
六
三
〇
）
で
、
す
で
に
与
次
右
衛
門
が
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
処
刑
さ
れ
て

い
る
の
で
、
寛
永
七
年
で
あ
る
な
ら
こ
の
古
文
書
に
与
次
右
衛
門
の
名
は
な
い
筈
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
古
文
書
「
寸
沢
嵐
村
新
畑
午
之
年
改
帳
」
に
与
次
右
衛
門
の
記
載
が

あ
る
事
は
、
元
和
八
年
前
の
午
歳
の
古
文
書
と
な
る
。
貴
志
弥
兵
衛
正
盛
が
嗣
子
無
く
断

絶
し
た
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
が
丁
度
午
歳
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
元
和
四
年
の

検
地
で
改
め
書
か
れ
た
古
文
書
と
思
わ
れ
る
。 

ま
た
、
「
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
寸
嵐
之
郷
上
給
検
地
帳
」
と
年
代
不
明
の
先
述
の

「
寸
沢
嵐
村
新
畑
午
之
年
改
帳
」
の
名
請
耕
作
人
を
照
し
合
せ
て
み
る
と
、
前
者
は
名
請

耕
作
人
数
は
九
十
二
名
で
、
年
代
不
明
古
文
書
の
後
者
の
耕
作
者
は
八
十
八
名
で
あ
る
。

後
者
を
前
者
と
重
ね
て
見
る
と
前
者
総
耕
作
人
九
十
二
名
の
約
半
分
弱
の
四
十
五
名
が

「
寸
沢
嵐
村
新
畑
午
之
年
改
帳
」
の
巳
・
午
の
「
開
き
耕
作
人
」
と
な
り
重
な
っ
て
い
る

の
で
、
こ
の
古
文
書
の
年
代
は
「
寸
沢
嵐
村
」
と
は
書
か
れ
て
い
る
が
、
貴
志
弥
兵
衛
正

盛
が
嗣
子
無
く
、
元
和
四
年(

一
六
一
八
）
午
歳
の
九
月
朔
日
に
亡
く
な
っ
た
直
後
か
に

作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
御
役
所
へ
の
宛
先
も
な
く
野
帳
的
な
「
寸
沢
嵐
村
新
畑
午
之
年
改

帳
」
と
思
わ
れ
る
。 

こ
の
改
帳
に
は
畑
地
の
外
に
田
地
の
記
載
が
七
筆
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
開
き
田
地
耕
作

者
は
村
内
の
有
力
者
で
、
ま
た
、
山
口
住
人
で
名
主
喜
左
衛
分
を
遠
地
沼
本
住
人
の
孫
左

衛
門
が
開
拓
と
い
う
記
載
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
元
旗
本
貴
志
家
私
領
地
で
寸
沢
嵐
の
名

主
を
務
め
た
与
次
右
衛
門
の
開
田
が
一
筆
の
み
「
□
□
川
は
た 

七
文 

与
次
右
衛
門
」

し
か
な
い
記
載
は
腑
に
落
ち
な
い
所
も
感
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
次

の
年
、
元
和
五
年
は
貴
志
家
断
絶
に
よ
り
寸
沢
嵐
郷
の
総
検
地
が
行
わ
れ
る
が
、
こ
の
際

与
次
右
衛
門
は
寸
沢
嵐
郷
に
貴
志
家
私
領
当
時
の
名
主
で
あ
る
が
故
に
相
当
な
田
畑
耕
作

地
を
持
っ
て
い
た
事
が
推
察
で
き
る
。
元
和
五
年
の
上
給
検
地
で
村
内
百
性
の
面
前
で
お

仕
置
き
に
な
っ
た
原
因
は
、
私
領
時
代
の
田
地
の
「
隠
田
」
ら
し
き
も
の
が
存
在
し
、
過

去
の
私
領
貴
志
家
の
陣
屋
も
な
く
、
支
配
も
緩
や
か
な
私
領
時
代
と
は
違
い
幕
府
直
轄
の
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代
官
下
、
ま
た
津
久
井
地
元
の
代
官
守
屋
佐
太
夫
と
し
て
も
、
地
元
の
不
正
事
件
が
故
に

厳
し
き
お
咎
め
を
下
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

与
次
右
衛
門
を
義
人
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
も
あ
る
が
、
津
久
井
土
平
治
騒
動
の
よ
う

に
そ
れ
に
か
か
わ
る
義
民
と
し
て
の
古
文
書
の
存
在
も
な
く
、
ま
た
、
現
在
の
伝
説
が

「
処
刑
さ
れ
た
時
に
お
上
の
役
人
が
誰
か
親
類
身
寄
り
の
者
は
な
い
か
と
尋
ね
ま
し
た
が

一
同
之
を
恐
れ
て
名
乗
っ
て
出
る
者
は
無
か
っ
た
そ
う
で
す
・
・
・
」
と
あ
る
様
に
村
民

が
見
守
る
中
で
の
処
刑
伝
説
で
あ
る
。
ま
た
「
お
上
に
納
め
る
（
年
貢
）
租
税
の
様
な
も

の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
共
も
子
供
心
に
聞
い
た
事
で
す
が
、
こ
の
金
を
横
領
し
た
と
云

う
事
で
厳
し
い
取
調
べ
の
上
・
・
・
」
と
あ
る
事
は
、
租
税
不
正
は
つ
ま
り
年
貢
不
正
、

年
貢
不
正
は
検
地
不
正
、
そ
し
て
隠
田
と
結
び
つ
く
。
写
真
５
の
古
文
書
初
め
に
記
載
さ

れ
て
い
る
が
「
若
柳
分
寸
沢
嵐
分
両
村
の
田
地
、
与
次
右
衛
門
が
抱
え
持
っ
て
い
た
の

か
、
お
仕
置
き
に
仰
せ
付
け
ら
れ
・
・
・
」
と
あ
る
様
に
、
先
述
の
若
柳
村
で
の
江
藤
家

に
関
る
「
隠
田
」
や
、
元
和
二
年(

一
六
一
六)

の
「
相
州
津
久
井
領
若
柳
村
新
畑
改
帳
」

で
の
寸
沢
嵐
郷
か
ら
若
柳
村
へ
江
藤
家
の
入
作
開
田
が
与
次
右
衛
門
分
の
小
作
で
あ
っ
た

の
で
は
と
の
推
測
も
考
え
ら
れ
る
。
元
和
五
年
の
寸
沢
嵐
郷
検
地
で
は
次
兵
衛
・
与
次
右

衛
門
・
喜
左
衛
門
が
案
内
役
を
務
め
て
い
た
が
、
緩
い
私
領
時
代
の
名
主
与
次
右
衛
門
耕

作
地
に
関
し
て
の
不
正
が
、
厳
し
い
幕
府
直
轄
の
代
官
時
代
に
寸
沢
嵐
郷
上
給
検
地
で
発

覚
し
処
刑
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
い
ず
れ
に
し
て
も
筆
者
独
自
の
推
測
で
あ
る
。 

写
真
９
・
１
０
は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
の
「
寸
沢
嵐
村
辰
之
御
縄
地
寄
帳
」
（
県

公
文
書
館 

寸
沢
嵐
村
別
状
１
５
・
１
６
）
で
あ
る
。
前
記
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）

「
寸
嵐
之
郷
上
給
検
地
帳
」
や
「
寸
沢
嵐
村
新
畑
午
之
年
改
帳
」
よ
り
四
十
六
年
後
の
古

文
書
で
、
こ
の
写
真
９
・
１
０
の
古
文
書
は
写
真
５
・
６
に
出
て
く
る
孫
右
衛
門
の
子

孫
・
金
十
郎
の
地
寄
帳
で
あ
る
。
寸
沢
嵐
村
名
主
金
十
郎
が
与
次
右
衛
門
処
刑
後
の
上
地

の
地
寄
を
記
し
た
も
の
が
、
判
り
難
い
が
一
番
右
の
最
初
に
書
か
れ
た
表
題
「
寸
沢
嵐
村

辰
之
御
縄
地
寄
帳 

与
次
右
衛
門
上
地 

金
十
郎
分
」
と
あ
る
写
真
９
で
、
写
真
１
０
の

表
題
は
「
寸
沢
嵐
村
辰
之
御
縄
地
寄
帳 

金
十
郎
分
」
で
金
十
郎
分
の
地
寄
書
上
げ
で
あ

る
。
写
真
９
の
与
次
右
衛
門
上
地
を
見
る
と
「
田
地
」
と
し
て
は
、
●
印
の
「
中
尾
崎

下
」
の
一
筆
し
か
な
い
事
が
分
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
与
次
右
衛
門
処
刑
後
の
上
地
を
引

継
い
だ
金
十
郎
は
写
真
１
０
の
様
に
、
●
「
吉
田
」
に
四
筆
、
「
坂
下
」
に
二
筆
の
田
地

を
耕
作
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
古
文
書
か
ら
も
与
次
右
衛
門
の
上
地
分
の
田
地
が
一
筆

し
か
な
い
の
は
ど
う
し
た
事
で
あ
ろ
う
か
。
貴
志
家
私
領
時
代
、
名
主
役
と
し
て
の
実
力

者
で
あ
っ
た
与
次
右
衛
門
の
田
地
が
、
こ
の
様
に
余
に
も
少
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。 

ハ
、
与
次
右
衛
門
処
刑
後
の
上
地
（
闕
所
地
）
の
行
く
え 

さ
て
、
も
う
一
度
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
の
写
真
５
・
６
の
古
文
書
内
容
か
ら
与

次
右
衛
門
処
刑
後
の
田
畑
「
上
知
」
の
行
く
え
に
つ
い
て
推
察
を
試
み
て
見
よ
う
。
古
文

書
に
は
「
若
柳
分
は
弥
次
右
衛
門
（
奥
畑
鈴
木
家
）
に
預
け
ら
れ
、
別
の
寸
沢
嵐
分
の
与

次
右
衛
門
田
地
は
、
守
屋
佐
太
夫
行
広 

(

古
佐
太
夫)

様
よ
り
、
守
屋
四
郎
左
衛
門
殿
を

使
い
、
子
の
三
月
よ
り
我
等
に
預
か
る
べ
く
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
で
、
お
手
形
を
し
て
、

預
か
っ
て
い
た
。
田
地
只
今
、
百
姓
の
言
い
分
の
名
主
給
料
（
名
主
給
分
）
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
我
等
は
御
年
貢
漆
共
に
只
今
迄
御
公
儀
様
へ
納
め
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
名

主
の
給
料
で
あ
る
と
す
る
事
は
、
事
実
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。 

与
次
右
衛
門
が
処
刑
さ
れ
た
の
は
、
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
で
あ
る
が
、
処
刑
か
ら

二
十
七
年
後
の
こ
の
古
文
書
で
の
内
容
で
は
、
若
柳
分
は
奥
畑
鈴
木
家
先
祖
・
弥
次
右
衛

門
が
預
か
り
、
寸
沢
嵐
分
は
沼
本
の
孫
左
衛
門
が
預
か
っ
た
。
百
性
達
は
そ
れ
が
名
主
の

給
料
に
成
っ
て
い
る
と
問
題
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
孫
右
衛
門
は
そ
の
土
地
に
対
し
て

は
手
形
を
付
け
御
年
貢
を
上
納
し
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
の
事
は
百
性
の
偽
り
で
あ
る
と
反

論
す
る
。
そ
し
て
、
若
柳
分
は
弥
次
右
衛
門
、
寸
沢
嵐
分
は
孫
右
衛
門
が
預
か
っ
た
と
あ

る
事
は
、
与
次
右
衛
門
は
確
か
に
両
村
に
田
地
を
所
有
し
て
い
た
事
が
、
こ
の
古
文
書
内

容
か
ら
確
認
で
き
る
。 

ま
た
、
「
守
屋
佐
太
夫
行
広 

(

古
佐
太
夫)

様
よ
り
我
等
一
人
に
与
次
右
衛
門
田
地
お

預
け
な
さ
れ
た
の
で
、
預
り
の
御
手
形
を
差
し
上
げ
て
い
た
。
名
主
も
仰
せ
付
け
ら
れ
た

の
で
、
其
の
後
、
久
兵
衛
（
奥
畑
鈴
木
家
先
祖
で
弥
次
右
衛
門
の
子
）
も
相
名
主
に
仰
せ

付
け
ら
れ
、
御
年
貢
勘
定
や
全
て
の
決
済
、
小
手
形
迄
、
久
兵
衛
・
孫
右
衛
門
印
を
両
判

し
て
百
姓
方
へ
出
し
て
き
て
い
る
。
」
と
あ
る
。 

注
目
は
与
次
右
衛
門
田
地
は
寸
沢
嵐
村
は
孫
右
衛
門
一
人
に
預
け
ら
れ
て
い
た
と
言
う

事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
預
り
の
御
手
形
も
差
し
出
し
、
寸
沢
嵐
村
名
主
も
仰
せ
付
け
ら
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れ
、
若
柳
村
名
主
久
兵
衛
と
共
に
御
年
貢
勘
定
等
全
て
久
兵
衛
・
孫
右
衛
門
の
両
判
を
し

て
、
百
性
方
へ
示
し
て
い
る
の
で
、
闕
所
地
の
与
次
右
衛
門
田
地
は
孫
右
衛
門
の
名
主
給

料
で
は
な
い
と
主
張
。
皆
済
手
形
に
は
寸
沢
嵐
村
名
主
孫
右
衛
門
（
大
谷
家
先
祖
）
・
若

柳
村
名
主
伊
右
衛
門
（
先
述
の
鈴
木
久
兵
衛
の
後
継
が
伊
右
衛
門
）
へ
と
下
さ
れ
、
全
て

の
郷
中
へ
も
損
得
勘
定
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
り
、
不
正
を
行
っ
て
い
な
い
事
を
主
張
し
て

い
る
。
与
次
右
衛
門
処
刑
の
原
因
は
「
田
地
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
田
地
は
闕
所
地
と

し
て
寸
沢
嵐
郷
分
は
寸
沢
嵐
村
名
主
孫
左
衛
門
（
大
谷
家
先
祖
）
が
預
か
り
、
若
柳
分
は

当
初
、
久
兵
衛
が
預
か
っ
た
事
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
代
の
与
次
右
衛
門
伝
説
で

「
処
刑
さ
れ
た
時
に
お
上
の
役
人
が
誰
か
親
類
身
寄
り
の
者
は
な
い
か
と
尋
ね
た
ら
一
同

こ
れ
を
恐
れ
て
名
乗
っ
て
出
る
者
は
無
か
っ
た
が
、
隅
に
沼
本
部
落
の
大
谷
六
左
衛
門

（
孫
左
衛
門
の
子
孫
）
と
い
う
人
が
私
が
親
戚
だ
と
申
し
出
た
」
と
伝
え
ら
れ
、
事
実
、

そ
の
後
の
与
次
右
衛
門
跡
地
や
墓
地
に
於
い
て
も
、
現
在
に
至
る
ま
で
六
左
衛
門
子
孫
の

大
谷
家
が
管
理
継
続
し
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
与
次
右
衛
門
が
両
村
の
田
地
を
抱
え
持
っ
て
い
た
事
が
、
慶
安

二
年
の
古
文
書
で
解
か
る
が
、
そ
の
田
地
は
前
記
の
様
に
処
刑
後
、
寸
沢
嵐
村
沼
本
の
孫

左
衛
門
（
大
谷
家
）
が
預
か
っ
た
事
で
あ
る
。
寛
文
五
年
の
写
真
９
「
寸
沢
嵐
村
辰
之
御

縄
地
寄
帳 

与
次
右
衛
門
上
知 

金
十
郎
分
」
に
あ
る
様
に
寛
文
五
年
迄
は
与
次
右
衛
門

上
知
分
は
、
金
十
郎
（
孫
右
衛
門
子
孫
）
に
よ
り
確
か
に
年
貢
も
納
め
ら
れ
そ
の
皆
済
手

形
も
あ
り
正
当
に
取
り
扱
わ
れ
て
来
て
い
た
。
更
に
与
次
右
衛
門
上
地
分
の
そ
の
後
に
つ

い
て
調
べ
て
み
た
。
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
戊
三
月
の
『
沼
本
名
寄
帳
』
（
横
帳 

公

文
書
館
蔵
・
元
江
藤
堅
一
家
蔵
）
の
初
め
に
、
寸
沢
嵐
村
分
と
し
て
沼
本
六
左
衛
門
（
金

十
郎
の
子
）
の
名
が
あ
り
、
次
に
「
寛
文
四
年
辰
御
縄
地
寄
帳 

沼
本
与
次
右
衛
門
上
地 

六
左
衛
門
」
と
記
さ
れ
、
最
後
に
「
右
之
通
名
主
惣
百
姓
地
主
立
合
、
御
水
帳
書
抜
相
違

無
御
座
候
ニ
而
名
寄
帳
請
取
申
候
、
已
上 

享
保
三
年
戊
三
月 

名
主
忠
兵
衛
・
弥
五
兵

衛
・
作
左
衛
門
」
と
の
連
印
が
あ
っ
た
。
享
保
三
年
時
点
で
も
寛
文
四
年
の
御
縄
地
詰
帳

を
基
に
与
次
右
衛
門
上
地
は
、
六
左
衛
門
が
確
実
に
耕
作
し
年
貢
を
納
め
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
与
次
右
衛
門
処
刑
か
ら
九
十
六
年
後
の
地
寄
帳
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
以
後
の
与
次
右
衛
門
上
地
に
つ
い
て
書
か
れ
た
検
地
帳
も
な
く
、
古
文
書
も
確

認
さ
れ
て
い
な
い
。 

こ
れ
以
後
、
時
代
が
下
る
と
「
与
次
右
衛
門
上
地
分
」
の
田
畑
は
、
「
与
次
右
衛
門

分
」
と
言
う
記
載
も
消
さ
れ
た
田
畑
耕
作
地
と
な
り
、
徐
々
に
与
次
右
衛
門
の
名
も
忘
れ

去
ら
れ
、
六
左
衛
門
（
大
谷
家
）
の
耕
作
地
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
為
、
後
世
に
な
っ
て
の
伝
承
が
「
処
刑
さ
れ
た
時
に
お
上
の
役
人
が
誰
か
親
類
身
寄
り

の
者
は
な
い
か
と
尋
ね
ま
し
た
が
一
同
之
を
恐
れ
て
名
乗
っ
て
出
る
者
は
無
か
っ
た
そ
う

で
す
が
、
隅
に
沼
本
部
落
の
人
大
谷
六
左
衛
門
と
い
う
人
が
私
が
親
戚
だ
と
申
し
た
そ
う

で
す
。
そ
の
時
お
役
人
が
、
然
ら
ば
其
の
方
に
此
の
与
次
右
衛
門
の
財
産
は
全
部
お
前
に

与
え
る
と
云
い
渡
し
が
あ
っ
て
、
此
の
人
が
頂
い
た
そ
う
で
す
。
」
と
あ
る
様
に
六
左
衛

門
が
一
人
で
頂
い
た
と
言
う
話
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
江
戸
時
代

の
事
、
年
貢
を
誤
魔
化
し
自
分
の
も
の
に
し
た
と
言
う
こ
と
で
は
な
く
、
実
際
、
六
左
衛

門
は
与
次
右
衛
門
上
地
の
年
貢
は
き
ち
ん
と
納
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
以
上
が
与
次
右

衛
門
処
刑
後
の
上
地
の
行
く
へ
の
考
察
で
あ
る
。 

最
後
に
な
る
が
、
江
戸
時
代
中
期
～
後
期
の
検
地
基
準
と
な
る
寛
文
四
年
検
地
帳
、

『
相
州
愛
甲
郡
寸
沢
嵐
村
御
縄
打
水
帳
』
で
、
寸
沢
嵐
村
百
性
の
屋
敷
地
記
載
を
見
て
見

る
と
、
与
次
右
衛
門
闕
所
地(

上
地)

分
を
耕
作
し
た
金
十
郎
は
一
～
二
位
を
争
う
「
縦
十

二
間
半×

横
拾
間
半 

四
畝
拾
壱
歩
」
の
屋
敷
地
を
持
ち
、
更
に
「
与
次
右
衛
門
上
地 

金
十
郎 

縦
拾
間×

横
八
間
半 

弐
畝
廿
五
歩 

寶
源
寺
」
と
あ
っ
て
金
十
郎
は
江
藤
家

菩
提
寺
の
宝
源
寺
も
こ
の
頃
支
配
し
て
い
た
様
で
あ
る
。
ま
た
、
宝
源
寺
に
住
居
し
て
い

た
記
載
も
あ
る
。
こ
の
事
は
、
す
で
に
『
阿
比
乃
中
山 

第
五
号
』
、
「
三
、
元
和
五
年

寸
嵐
之
郷
検
地
と
与
次
右
衛
門
、
そ
し
て
宝
源
寺
に
つ
い
て
」
の
ロ
、
江
藤
与
次
右
衛
門

と
大
谷
家
で
述
べ
て
い
る
が
、
「
大
谷
家
で
は
亡
き
男
子
に
対
す
る
戒
名
庵
主
が
明
治
時

代
ま
で
続
い
て
い
る
が
、
庵
主
は
一
般
に
は
「
お
寺
（
庵
）
を
守
る
主
人
の
事
で
あ
り
住

持
の
事
で
あ
る
の
で
、
こ
の
庵
主
戒
名
に
つ
い
て
は
お
そ
ら
く
江
藤
与
次
右
衛
門
の
家
督

を
相
続
し
た
大
谷
家
が
、
江
藤
家
菩
提
寺
で
あ
る
宝
源
寺
の
庵
主
と
し
て
、
或
い
は
住
持

と
し
て
後
継
し
て
い
た
事
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
筆
者
の
推
論
に
も
一
致
す
る
。 

与
次
右
衛
門
の
処
刑
伝
説
を
当
時
の
古
文
書
を
分
析
し
、
筆
者
独
自
の
処
刑
原
因
が
何

で
あ
っ
た
の
か
探
っ
て
き
た
が
、
与
次
右
衛
門
が
悪
い
人
物
で
あ
っ
た
様
に
捉
え
が
ち
で 
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あ
る
が
、
決
し
て
そ
う
と
は
思
え
な
い
。
江
戸
幕
府
の
幕
政
は
「
百
姓
は
生
か
さ
ぬ
よ

う
に
殺
さ
ぬ
よ
う
に
」
で
あ
る
。
百
姓
身
分
の
与
次
右
衛
門
が
犯
し
た
罪
も
現
在
に
伝
わ

る
伝
説
に
あ
る
様
に
「
お
上
に
納
め
る
（
年
貢
）
租
税
の
様
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、

私
共
も
子
供
心
に
聞
い
た
事
で
す
が
、
こ
の
金
を
横
領
し
た
と
云
う
事
で
厳
し
い
取
調
べ

の
上
、
遂
に
張
付
け
の
刑
に
処
せ
ら
れ
殺
さ
れ
た
・
・
・
」
と
言
う
些
細
な
事
で
あ
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
与
次
右
衛
門
の
取
っ
た
行
為
が
村
百
姓
達
に
と
っ
て
は
善
意

の
行
為
が
、
幕
府
権
力
に
は
逆
ら
え
ず
悪
事
行
為
と
さ
れ
処
罰
さ
れ
る
事
は
こ
の
時
代
よ

く
あ
る
事
で
あ
る
。
権
力
の
見
せ
し
め
の
為
、
若
柳
村
・
寸
沢
嵐
村
百
性
が
見
守
る
中
、

村
の
長
と
し
て
、
名
主
の
責
任
が
取
ら
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

つ
づ
く 

 

忘
れ
ら
れ
た
始
祖 

 
 
 

相
模
湖
町
歴
史
研
究
会
員 

江
藤
建
市 

我
が
家
の
始
祖
で
あ
る
江
藤
和
泉
【
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
年
）
八
月
十
五
日
没 

戒

名
：
長
性
院
秋
月
道
金
居
士
】
は
、
実
は
忘
れ
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
少
な
く
と
も
私
が

中
学
生
の
時
ま
で
我
が
家
で
は
誰
も
口
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

平
成
三
十
一
年
相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
報
「
阿
比
乃
中
山
」
第
五
号
に
載
っ
た
山
田
正

法
氏
の
研
究
論
文
「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
ニ
」
に
我
が
家
の
始
祖

に
関
す
る
新
た
な
知
見
が
載
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
書
こ
う
と
思
う
。 

我
が
家
の
始
祖
の
正
式
名
は
ど
う
や
ら
「
江
藤
和
泉
八
郎
藤
原
盛
重
」
と
言
う
ら
し
い
。 

【
我
が
家
の
始
祖
】 

現
在
の
正
覚
寺
住
職
山
田
正
法
氏
は
中
学
の
同
級
生
で
、
私
が
中
学
生
の
時
に
彼
の
家

に
遊
び
に
行
っ
た
。
正
覚
寺
は
我
が
家
の
菩
提
寺
で
あ
り
、
彼
の
父
で
あ
る
当
時
の
住
職

山
田
亮
因
氏
が
遊
び
に
来
た
子
供
の
私
に
古
い
過
去
帳
を
見
せ
て
く
れ
た
。 

写真９ 寛文 5 年寸沢嵐村辰之御縄地寄帳 与次右衛門上地 金十郎分 

写真 10 寛文 5 年寸沢嵐村辰之御縄地寄帳 金十郎分 
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我
が
家
は
代
々
「
五
左

衛
門
」
を
世
襲
し
て
い
た

こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ

り
、
そ
し
て
始
祖
が
「
江

藤
和
泉
」
で
あ
る
こ
と
を

突
き
止
め
て
く
れ
た
。
戒

名
「
長
性
院
秋
月
道
金
居

士
」
の
横
に
「
五
左
衛
門

先
祖 

江
藤
和
泉
事
」
と

書
い
て
あ
っ
た
の
を
覚
え

て
い
る
。 

中
学
生
の
私
に
と
っ
て
世
襲
名
の
事
も
始
祖
も
ど
ち
ら
も
初
め
て
の
知
識
だ
っ
た
。
同

時
に
寸
沢
嵐
地
区
の
ど
の
江
藤
家
よ
り
も
一
番
古
い
祖
先
を
持
つ
こ
と
に
感
動
し
た
。
住

職
自
身
も
百
数
十
も
あ
る
檀
家
の
内
た
ま
た
ま
来
た
子
供
の
家
の
た
め
に
調
べ
な
け
れ

ば
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。 

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
た
お
盆
の
時
だ
っ
た
と
思
う
、
山
田
住
職
が
我
が
家
を
読
経

（
棚
経
と
言
う
）
の
た
め
に
訪
れ
た
。
我
が
家
の
仏
壇
の
中
に
は
真
っ
黒
く
煤
（
す
す
）

け
た
大
ぶ
り
な
位
牌
が
あ
っ
た
。
た
だ
黒
光
り
す
る
だ
け
で
文
字
な
ど
は
全
く
読
め
な
か

っ
た
。
そ
れ
を
見
て
住
職
が
「
苛
性
ソ
ー
ダ
で
洗
っ
て
み
な
さ
い
」
と
言
っ
て
帰
っ
た
。

そ
れ
で
私
が
そ
の
通
り
洗
う
と
文
字
が
浮
き
出
て
き
た
。
戒
名
が
い
く
つ
も
書
か
れ
て
い

た
。 筆

頭
に
「
長
性
院
秋
月
道
金
居
士 

江
藤
和
泉
頭
」
（
い
ず
み
の
か
み―

過
去
帳
に
は

な
か
っ
た
「
頭
」
の
文
字
が
こ
の
位
牌
に
は
書
か
れ
て
い
て
、
し
か
も
こ
の
頭
と
言
う
文

字
だ
け
半
分
彫
ら
れ
て
い
る
。
）
と
言
う
お
寺
で
見
た
通
り
の
戒
名
と
名
前
が
現
れ
た
こ

と
に
感
動
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。 

真
っ
黒
で
読
め
な
か
っ
た
せ
い
で
家
の
誰
も
が
そ
の
始
祖
を
知
ら
な
か
っ
た
。
亡
く
な

っ
た
父
だ
け
は
隣
の
江
藤
家
（
屋
号
西
）
よ
り
も
我
が
家
の
方
が
古
い
と
言
っ
て
い
た
と

い
う
の
で
、
過
去
帳
か
ら
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
位
牌
に
は
十
四
の
先
祖
の
戒
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
一
番
若
い
年
の
戒
名
が
明
和

六
年
（
１
７
６
９
年
）
一
月
二
日
没
の
華
岳
貞
春
信
女
（
五
良
右
衛
門
母
）
と
芳
崖
童
女

だ
か
ら
そ
れ
以
後
に
作
ら
れ
た
。
筆
頭
の
江
藤
和
泉
頭
の
文
字
の
下
に
は
「
ト
有
過
去

帳
」
と
読
め
る
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
位
牌
は
お
寺
の
過
去
帳
を
見
て
先
祖

代
々
を
記
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
頃
す
で
に
江
藤
和
泉
頭
は
忘
れ
ら
れ
た

存
在
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
他
の
戒
名
は
死
亡
年
順
で
な
く
滅
茶
苦
茶
な
配
列
で

あ
る
。 

江
藤
和
泉
頭
（
い
ず
み
の
か
み
）
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物

か
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
わ
ず
か
な
手
が
か
り
は
江
戸
時
代
に
書
か
れ
た
新
編
相
模
風
土

記
中
の
宝
眼
寺
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
今
で
は
跡
形
も
な
い
が
我
が
家
の
墓
地
近
く

に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
宝
眼
寺
（
宝
源
寺
と
も
書
か
れ
る
）
に
関
す
る
記
述
に
短
く
「
宝
眼

寺
、
春
日
山
と
号
す
、
臨
済
宗
若
柳
村
宝
福
寺
末
、
開
山
宗
首
座
、
天
正
三
年
（
１
５
７

５
年
）
寂
月
日
知
れ
ず
、
本
尊
文
殊
」
と
あ
る
。
こ
の
和
尚
は
没
年
か
ら
考
察
す
る
と
江

藤
和
泉
頭
と
同
時
代
を
過
ご
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
や
宝
眼
寺
は
江
藤
一
族
の
菩
提
寺

で
あ
り
、
江
藤
和
泉
頭
が
こ
の
地
に
入
植
し
て
お
寺
を
建
て
た
と
す
る
の
が
合
理
的
な
考

え
で
あ
る
。 

寸
沢
嵐
で
江
藤
の
苗
字
を
持
つ
家
の
中
に
は
中
丸
、
下
中
丸
と
言
っ
た
屋
号
が
あ
る
。

（
戦
後
し
ば
ら
く
ま
で
上
中
丸
も
あ
っ
た
。
） 

中
丸
、
下
中
丸
と
は
本
丸
近
く
に
あ
る

出
城
や
見
張
り
台
な
ど
の
場
所
を
意
味
す
る
。
本
家
を
中
心
に
し
て
、
こ
の
地
方
の
地
侍

に
よ
く
使
わ
れ
る
家
臣
の
配
置
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
一
族
郎
党
を
引
き
連
れ
て
寸
沢
嵐
地

区
に
入
植
し
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
後
の
伝
説
の
名
主
江
藤
与
次
右
衛
門
は
そ
の
子
孫

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

と
こ
ろ
で
「
和
泉
頭
」
は
官
途
名
で
あ
る
が
、
普
通
は
「
和
泉
守
」
の
様
に
書
き

「
頭
」
の
字
を
当
て
る
の
は
不
可
思
議
だ
。
和
泉
は
大
阪
府
当
た
り
の
地
名
で
あ
り
、
和

泉
国
の
国
主
と
言
う
意
味
の
官
職
名
を
指
す
。
一
方
「
頭
」
も
カ
ミ
と
読
む
が
通
常
は
そ

の
前
の
文
字
は
地
名
で
は
な
く
「
雅
楽
頭
（
う
た
の
か
み
）
」
、
「
掃
部
頭
（
か
も
ん
の

か
み
）
」
の
よ
う
に
宮
中
の
官
局
名
を
書
く
。 

【
千
木
良
地
区
の
江
藤
家
の
始
祖
】 
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中
学
の
同
級
生
の
山
田
正
法
氏
は
後
年
正
覚
寺
住
職
を
継
が
れ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
郷

土
史
に
強
い
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
積
極
的
に
研
究
を
始
め
た
。
そ
し
て
寸
沢
嵐
村
の

成
り
立
ち
と
江
藤
与
次
右
衛
門
伝
説
を
研
究
す
る
中
で
江
藤
家
の
始
祖
に
も
興
味
を
持
た

れ
た
よ
う
だ
。 

 

私
が
昭
和
六
十
一
年
に
書
い
た
「
相
州
津
久
井
縣
寸
沢
嵐
村
江
藤
氏
考
」
を
読
ん
で
千

木
良
に
も
江
藤
家
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
平
成
四
年
に
調
べ
に
行
か
れ
た
ら
し
い
。 

緑
区
千
木
良
の
寺
井
と
言
う
地
区
に
現
在
江
藤
喜
八
郎
家
と
江
藤
勇
家
が
あ
る
。
山
田

氏
に
は
僧
侶
と
言
う
肩
書
が
あ
る
。
知
ら
ぬ
人
の
家
の
過
去
を
調
べ
易
い
と
言
う
こ
と
も

あ
る
だ
ろ
う
が
、
私
に
は
な
い
行
動
力
で
こ
の
二
家
を
訪
れ
、
墓
地
や
系
図
を
調
べ
た
。 

 

そ
の
系
図
に
は
第
一
代
と
し
て
戒
名
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
「
元
亀
二
年
八
月
十
五
日 

俗
名
八
郎
」
が
あ
り
、
第
二
代
と
し
て
は
「
道
観
禅
定
門 

寛
文
十
二
子
年
八
月
十
二
日 

俗
名
八
左
衛
門
」
、
以
下
第
十
三
代
の
昭
和
三
年
ま
で
の
戒
名
が
書
か
れ
て
い
た
そ
う

だ
。 

す
な
わ
ち
我
が
家
の
始
祖
は
戒
名
と
官
途
名
の
江
藤
和
泉
頭
ま
で
分
か
る
が
俗
名
ま
で
は

分
か
ら
な
い
、
一
方
千
木
良
の
江
藤
家
は
俗
名
し
か
わ
か
ら
な
い
。
ど
ち
ら
も
不
可
解

で
、
物
足
り
な
い
の
だ
が
ど
う
や
ら
同
じ
始
祖
を
持
つ
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。 

始
祖
の
後
の
二
代
目
は
我
が
家
が
「
延
宝
二
年
（
一
六
七
四
年
）
一
月
三
日
没
の
禅
林

道
宗
上
座 

俗
名
五
左
衛
門
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
千
木
良
の
江
藤
家
二
代
目
は
「
寛
文

十
二
年
（
一
六
七
二
年
）
八
月
十
二
日
没
の
道
観
禅
定
門 

俗
名
八
左
衛
門
」
で
あ
り
、

ど
ち
ら
も
初
代
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
百
三
年
、
百
一
年
も
経
っ
て
い
る
。
与
次
右
衛
門
の
刑
死

（
元
和
八
年
一
六
二
二
年
）
か
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
五
十
二
年
、
五
十
年
経
っ
て
い
る
。
興
味

深
い
こ
と
に
ど
ち
ら
の
戒
名
に
も
道
の
字
が
入
っ
て
い
る
。
始
祖
の
戒
名
に
も
道
の
字
が

入
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
寸
沢
嵐
の
江
藤
家
と
千
木
良
の
江
藤
家
は
似
た
よ
う
な
経
過
を

た
ど
り
、
同
じ
始
祖
を
持
つ
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
戒
名
で
あ
る
。
（
注
：
戒
名
と
し
て

上
座
の
方
が
禅
定
門
よ
り
上
） 

山
田
住
職
が
平
成
四
年
千
木
良
の
江
藤
家
を
調
査
し
た
時
、
千
木
良
の
江
藤
家
の
人
々

は
始
祖
の
八
郎
が
古
い
と
言
う
こ
と
だ
け
は
分
か
っ
て
い
て
も
そ
れ
以
外
は
全
く
知
ら

ず
、
逆
に
住
職
に
ど
の
よ
う
な
人
物
か
教
え
て
欲
し
い
と
問
う
た
そ
う
だ
。
そ
れ
ほ
ど
忘

れ
ら
れ
た
始
祖
だ
っ
た
。 

 

他
方
、
山
田
住
職
は
同
じ
平
成
四
年
千
木
良
地
区
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
「
当
所
根
元

記
」
の
中
に
千
木
良
江
藤
家
の
由
来
に
関
し
て
「
寸
沢
嵐
の
与
二
右
衛
門
の
弟
、
五
郎
兵

衛
が
千
木
良
村
の
八
右
衛
門
分
の
畑
を
買
い
取
り
、
寺
井
へ
住
し
て
五
郎
兵
衛
を
八
右
衛

門
に
名
を
改
め
た
・
・
・
」
の
記
述
を
見
つ
け
た
。
住
職
は
こ
の
与
二
右
衛
門
が
刑
死
し

た
与
次
右
衛
門
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
た
。
こ
う
し
て
千
木
良
の
江
藤
家
は
寸
沢
嵐
の
江
藤

家
と
結
び
つ
い
た
の
だ
っ
た
。 

 
別
件
で
あ
る
が
、
山
田
住
職
は
平
成
十
三
年
千
木
良
の
江
藤
家
の
墓
所
を
再
度
調
査
し

た
。
『
千
木
良
の
変
遷
』
（
榎
本
政
市
著
）
の
「
高
立
寺
」
の
項
に
、
高
立
寺
跡
の
す
ぐ

脇
に
「
元
亀
」
の
年
号
の
刻
ま
れ
た
墓
石
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。 

場
所
は
新
井
芳
量
氏
家
墓
地
正
面
後
方
の
柵
外
に
墓
地
に
接
し
て
墓
石
一
基
が
あ
り
、

正
面
に
「
長
性
院
秋
月
道
金
居
士 

元
亀
二
辛
未
年 

八
月
十
五
日
」
、
右
側
面
「
施
主 

相模原市緑区千木良高立寺跡にある 長性院秋月道金居士  

柄藤和泉八郎藤原盛重の墓石 



  

- 19 - 

柄
藤
重
郎
兵
衛
」
、
左
側
面
「
施
主 

新
井
三
太
夫
」
、
裏
面
「
柄
藤
和
泉
八
郎
藤
原
盛

重
」
と
あ
っ
た
。
千
木
良
の
江
藤
家
の
後
裔
に
宝
永
～
享
保
年
間
に
俗
名
と
し
て
重
郎
兵

衛
が
あ
り
、
そ
の
時
代
に
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
新
井
家
と
江
藤
家
が
共
同
で
祖
先
を
祭
っ

て
建
て
た
の
だ
ろ
う
と
住
職
は
推
測
す
る
。 

 

「
江
藤
」
が
「
柄
藤
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
柄
藤
」
は
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
も
一
度

も
見
つ
か
っ
た
こ
と
の
な
い
苗
字
だ
。
「
江
藤
」
と
書
き
た
か
っ
た
が
書
け
な
い
何
ら
か

の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
不
可
思
議
な
記
述
で
あ
る
。
（
千
木
良

江
藤
家
は
こ
の
墓
標
の
人
物
が
始
祖
の
八
郎
と
同
一
人
だ
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
様
子

で
あ
る
。
） 

 

「
江
藤
」
は
平
安
期
に
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
苗
字
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
登
場
す
る

「
藤
原
」
と
言
う
姓
は
予
想
さ
れ
た
姓
で
あ
っ
た
。
（
苗
字
と
姓
の
違
い
は
成
書
で
調
べ

て
欲
し
い
。
） 

 

「
江
藤
」
と
言
う
苗
字
は
「
近
江
」
の
「
藤
原
」
の
意
か
、
「
大
江
氏
」
と
「
藤
原
氏
」

の
婚
姻
が
起
源
だ
と
言
う
説
が
あ
る
。
と
も
か
く
藤
原
氏
由
来
の
苗
字
で
あ
る
こ
と
は
先

祖
も
認
識
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
江
藤
家
の
家
紋
が
下
り
藤
で
あ
る
し
、
菩
提
寺
で
あ

る
宝
源
寺
の
山
号
は
春
日
山
で
あ
る
。
屋
号
春
日
の
あ
る
家
の
敷
地
に
は
春
日
社
も
あ

る
。
奈
良
の
春
日
大
社
は
藤
原
氏
の
氏
神
を
祭
っ
た
神
社
だ
。 

【
阿
津
地
区
の
山
口
家
の
始
祖
】 

 

寸
沢
嵐
の
我
が
家
か
ら
少
し
ば
か
り
国
道
４
１
３
号
を
西
に
下
っ
た
所
、
緑
区
若
柳
地

区
に
地
字
で
「
阿
津
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
国
道
４
１
３
号
か
ら
枝
分
か
れ
し
て
桂

橋
に
向
か
う
道
路
と
の
交
差
点
そ
ば
に
山
口
英
幸
氏
家
が
あ
る
。
山
田
住
職
が
棚
経
に
訪

れ
た
際
に
偶
然
見
つ
け
た
ら
し
い
が
「
長
性
院
殿
秋
月
道
金
居
士 

元
亀
二
辛
未
年
八
月

十
八
日
」
の
位
牌
が
あ
っ
た
。
ど
う
い
う
人
物
か
山
口
家
で
も
全
く
分
か
ら
な
い
よ
う
で

あ
っ
た
そ
う
な
。 

こ
こ
で
も
不
可
思
議
な
こ
と
が
あ
る
。
戒
名
に
は
仏
の
位
と
言
う
も
の
が
あ
り
、
江
戸

時
代
、
院
号
居
士
で
す
ら
生
前
は
武
士
階
級
の
者
し
か
与
え
ら
れ
な
い
程
の
相
当
高
い
位

だ
が
、
院
殿
居
士
と
も
な
る
と
生
前
時
で
は
大
名
級
に
相
当
す
る
戒
名
だ
。
そ
れ
以
外
は

我
が
家
や
千
木
良
の
始
祖
と
全
く
同
じ
戒
名
で
あ
る
。
ま
た
死
亡
の
日
が
十
八
日
と
あ
り

三
日
異
な
る
。
細
か
い
と
こ
ろ
が
異
な
る
が
江
藤
家
の
始
祖
と
同
じ
だ
と
推
測
さ
れ
た
。 

山
口
家
の
先
祖
が
何
故
江
藤
家
の
先
祖
と
共
通
か
と
問
わ
れ
る
と
想
像
す
る
に
、
江
戸

時
代
は
苗
字
も
容
易
に
交
代
す
る
例
が
多
々
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
は
武
士
と
少
数
の
苗
字

帯
刀
を
許
さ
れ
た
庶
民
を
除
け
ば
、
一
般
庶
民
は
苗
字
を
公
に
名
乗
れ
な
か
っ
た
。
し
か

し
名
乗
れ
ず
と
も
ほ
と
ん
ど
の
庶
民
が
私
的
に
苗
字
を
持
っ
て
い
て
、
例
え
ば
高
野
山
の

宿
坊
の
宿
帳
で
は
津
久
井
か
ら
行
っ
た
庶
民
が
苗
字
と
名
前
を
書
い
て
い
る
。 

【
三
地
区
三
家
の
共
通
の
始
祖
】 

 

寸
沢
嵐
の
我
が
家
、
千
木
良
の
江
藤
家
、
阿
津
の
山
口
家
の
三
家
は
ど
う
や
ら
共
通
の

始
祖
を
持
つ
よ
う
だ
。
戒
名
や
官
途
名
、
俗
名
、
死
亡
年
月
日
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
が
少
し
ず

つ
不
満
足
な
記
述
、
食
い
違
い
、
不
可
思
議
な
点
を
有
す
る
が
明
ら
か
に
同
一
人
物
、
共

通
の
祖
だ
と
思
う
。
そ
し
て
仏
の
位
を
示
す
戒
名
か
ら
推
測
す
る
に
相
当
位
の
高
い
武
士

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
も
宝
源
寺
と
言
う
寺
を
建
立
す
る
ほ
ど
財
力
も
あ
っ
た
方
だ

っ
た
ろ
う
。
し
か
し
三
家
に
共
通
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
近

年
で
は
全
く
忘
れ
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
だ
。 

そ
し
て
千
木
良
の
江
藤
家
が
与
次
右
衛
門
の
弟
か
ら
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
与
次
右
衛
門

の
先
祖
も
同
一
人
物
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。 

【
与
次
右
衛
門
の
後
継
家
で
あ
る
大
谷
家
と
宝
源
寺
】 

与
次
右
衛
門
の
刑
死
後
、
闕
所
地
を
預
か
り
後
継
し
た
沼
本
の
大
谷
孫
右
衛
門
の
子
孫

は
、
自
宅
が
昭
和
三
十
年
代
に
建
設
さ
れ
た
津
久
井
ダ
ム
建
設
で
水
没
す
る
こ
と
に
な
り

引
っ
越
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
現
在
の
相
模
原
市
緑
区
二
本
松
に
移
っ
た
。
大
谷
家
の
墓

地
は
元
々
寸
沢
嵐
の
宝
源
寺
の
境
内
の
江
藤
家
の
墓
地
の
並
び
に
あ
っ
た
が
二
本
松
に
引

っ
越
す
際
に
墓
石
も
移
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
与
次
右
衛
門
の
墓
石
も
含
ま
れ
て
い
た
。
自

然
石
に
正
面
「
江
月
永
照
庵
主
」
、
右
側
面
「
元
和
八
壬
戌 

八
月
十
五
日
」
、
左
側
面

「
江
藤
與
治
右
衛
門
」
と
彫
ら
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
大
谷
（
善
吉
）
家
菩
提
寺
、
若
柳
宝

福
寺
過
去
帳
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
そ
う
だ
。 



  

- 20 - 

 
大
谷
家
で
は
明
治
ま
で
代
々
亡
き
男
子
に
「
庵
主
」
と
言
う
戒
名
が
つ
け
ら
れ
て
来

た
。
戒
名
の
「
庵
主
」
と
言
う
の
は
山
田
住
職
も
見
た
こ
と
の
な
い
戒
名
だ
そ
う
だ
。

「
庵
主
」
は
一
般
に
は
「
お
寺
（
庵
）
を
守
る
主
人
」
の
事
で
「
住
持
（
住
職
と
同

じ
）
」
の
事
。
こ
の
「
庵
主
」
に
つ
い
て
は
住
職
の
見
解
で
は
お
そ
ら
く
与
次
右
衛
門
の

家
督
を
相
続
し
た
大
谷
家
が
江
藤
家
菩
提
寺
で
あ
る
宝
源
寺
（
宝
福
寺
の
末
寺
）
の
庵
主

と
し
て
、
或
い
は
住
持
と
し
て
後
継
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
と
推
測
す

る
。
ち
な
み
に
住
職
の
調
査
に
よ
る
と
宝
源
寺
は
開
山
（
一
五
七
五
年
）
で
あ
る
宗
首
座

か
ら
五
代
ま
で
は
住
持
が
居
た
そ
う
だ
。
延
享
三
年
（
一
七
四
六
年
）
の
住
持
の
名
は

「
文
智
」
で
あ
る
と
の
記
述
が
あ
る
そ
う
だ
。 

 

大
谷
家
の
墓
地
の
引
っ
越
し
の
際
、
寸
沢
嵐
の
元
の
墓
地
に
は
江
藤
与
次
右
衛
門
以
前

の
江
藤
家
の
墓
石
も
あ
っ
た
そ
う
だ
が
与
次
右
衛
門
以
外
の
墓
石
は
壊
れ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
当
地
へ
埋
め
て
き
た
と
言
う
こ
と
だ
っ
た
。
当
地
に
は
平
成
年
間
に
立
て
ら
れ
た
与

次
右
衛
門
墓
地
跡
と
書
か
れ
た
記
念
碑
が
あ
る
。
も
し
も
掘
り
返
す
機
会
が
あ
れ
ば
始
祖

か
ら
与
次
右
衛
門
ま
で
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
が
出
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。 

 

以
上
は
平
成
三
十
一
年
相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
報
「
阿
比
乃
中
山
」
第
五
号
の
記
述
を

基
に
表
題
の
主
旨
に
沿
っ
て
ま
と
め
た
。 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
平
成
三
十
一
年
四
月
記
す
） 

 

令
和
元
年
十
月
十
一
日 

台
風
十
九
号 

石
老
山
周
辺
の
崩
落
災
害
状
況
写
真 

 

令
和
元
年
十
月
十
一
日
、
近
年
の
温
暖
化
の
影
響
で
あ
ろ
う
か
大
型
の
台
風
十
九
号
が

神
奈
川
県
に
上
陸
、
神
奈
川
県
中
央
を
横
断
し
て
こ
の
津
久
井
と
く
に
相
模
湖
周
辺
は
嘗

て
経
験
の
な
い
未
曾
有
の
大
雨
と
成
り
、
大
き
な
災
害
を
も
た
ら
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。 

 

相
模
湖
で
は
石
老
山
に
大
き
な
崩
落
災
害
が
あ
り
、
石
老
山
顕
鏡
寺
付
近
で
は
、
大
雨

の
た
め
小
さ
な
沢
や
谷
に
大
水
が
流
れ
込
み
激
流
と
成
り
、
杉
を
倒
し
大
き
な
石
を
飲
み

込
み
寺
の
本
堂
や
庫
裏
に
多
大
な
損
害
を
与
え
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
た
相
模
湖
の
与

瀬
に
あ
る
高
野
山
真
言
宗
の
慈
眼
寺
も
西
に
あ
る
墓
地
周
辺
が
崩
壊
し
泥
流
が
中
央
道
へ

流
れ
込
み
一
週
間
ほ
ど
中
央
高
速
道
路
が
通
行
止
め
に
も
な
り
ま
し
た
。 

相
模
湖
の
プ
レ
ジ
ャ
ー
フ
ォ
レ
ス
ト
入
口
か
ら
鼠
坂―

藤
野
篠
原
へ
通
じ
る
県
道
五
一

七
号
線
（
奥
牧
野―

相
模
湖
線
）
で
、
鼠
坂
の
集
落
が
途
切
れ
て
最
初
の
沢
も
石
老
の
峰

の
植
林
さ
れ
た
杉
林
が
大
き
く
崩
壊
し
、
木
を
倒
し
石
老
の
岩
石
と
共
に
山
を
削
り
泥
流

と
な
っ
て
道
を
塞
ぎ
、

「
み
の
い
し
キ
ャ
ン
プ

場
」
ま
で
泥
流
が
降
り

落
ち
て
、
キ
ャ
ン
プ
場

も
大
き
な
被
害
と
成
り

ま
し
た
。 

筆
者
は
石
老
山
の
成

り
立
ち
や
地
層
に
興
味

が
あ
る
事
か
ら
先
日
、

記
録
と
し
て
留
め
よ
う

と
そ
の
状
況
を
撮
影
し

ま
し
た
。
崩
壊
の
峰
近

く
は
粘
板
岩
で
そ
の
上

に
柱
状
節
理
の
岩
石
が

覆
い
、
其
上
に
土
が
堆

積
し
杉
が
植
林
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
の
層
の

間
に
多
く
の
水
が
流
れ

た
為
、
表
層
崩
壊
に
繋

が
っ
た
よ
う
で
す
。
写

真
は
コ
ピ
ー
印
刷
な
の

で
明
白
さ
に
欠
け
ま
す

が
ご
了
承
お
願
い
し
ま

す
。 

 



  

- 21 - 

 

石老山中腹崩壊地の先端状況。粘板岩の上に柱状節理の岩石があり、この間

に水が滲み込み崩壊をもたらした。この岩の上の土に杉が植樹されている。 



  

- 22 - 

 
奥牧野-相模湖線（県道 517） プレジャーフォレストから入り鼠坂地区を過ぎた 

最初の沢に、石老山中腹の崖の崩壊により濁流が押し寄せ、道路を塞ぐ。 



  

- 23 - 

 
粘板岩の上の柱状節理の岩石。左上部の杉林が最初の崩壊となり、大崩壊に繋がった。 

石老山中腹の岩石と濁流が県道を乗り越え、相模湖畔にある「みの石滝キャ

ンプ場」まで押し出し大被害をもたらした。 



  

- 24 - 

  

          

 
編
集
後
記 

第
七
号
最
初
は
、
一
昨
年
、
平
成
三
十
年
の
五
月
六
日
、
毎
年
恒
例
の
歴
史
研
究
会
内

郷
散
策
、
第
四
回
若
柳
地
区
の
レ
ポ
ー
ト
で
、
会
員
石
川
次
郎
さ
ん
に
い
つ
も
担
当
を
お

願
い
し
て
い
る
。
歴
史
研
究
会
の
記
録
は
会
長
も
常
に
保
存
し
て
い
る
が
、
今
回
は
そ
れ

も
同
内
容
だ
が
掲
載
し
た
。 

 

「
寸
沢
嵐
の
分
村
と
与
次
右
衛
門
伝
説 

そ
の
三
」
は
今
号
で
終
了
の
筈
で
あ
っ
た
が
、

追
加
分
の
古
文
書
が
残
り
、
次
号
第
八
号
で
掲
載
し
て
完
結
の
つ
も
り
で
あ
る
。
執
筆
中

に
会
員
の
江
藤
建
市
氏
か
ら
「
忘
れ
ら
れ
た
始
祖
」
と
言
う
与
次
右
衛
門
に
も
関
り
も
あ

る
先
祖
「
長
性
院
秋
月
道
金
居
士
」
に
関
し
た
執
筆
も
あ
り
、
急
遽
、
こ
の
第
七
号
に
掲

載
し
た
。
今
号
は
江
藤
与
次
右
衛
門
関
係
の
事
で
終
わ
り
と
な
っ
た
が
、
第
八
号
で
は

「
柳
田
国
男
の
内
郷
村
調
査
」
に
関
係
し
た
郷
土
会
会
員
方
の
調
査
記
録
の
執
筆
が
残
さ

れ
て
い
て
そ
れ
ら
を
、
会
報
に
掲
載
し
て
見
よ
う
と
思
う
。 

 

追
加
掲
載
と
し
て
、
令
和
元
年
十
月
十
一
日
、
台
風
十
九
号
が
神
奈
川
に
上
陸
、
特
に 

相
模
湖
地
区
の
石
老
山
周
辺
は
未
曾
有
の
洪
水
・
崩
壊
・
濁
流
被
害
が
あ
り
、
道
路
は
も

ち
ろ
ん
顕
鏡
寺
も
大
き
な
被
害
と
な
っ
た
。
筆
者
は
後
世
へ
の
記
録
と
し
て
遺
す
べ
く
、

泥
流
崩
壊
の
地
へ
行
き
、
写
真
を
記
録
し
た
。
そ
の
一
部
を
記
載
し
て
見
た
。 

 

相
模
湖
歴
史
研
究
会
会
員
は
常
に
募
集
中
で
す
。
直
接
、
毎
月
の
第
二
土
曜
日
、
時
間

は
夜
七
時
か
ら
九
時
迄
、
直
接
、
山
口
の
正
覚
寺
へ
お
越
し
頂
い
て
も
結
構
で
す
。
ま
た

前
も
っ
て
詳
細
を
聞
き
た
い
人
は
、
次
の
会
員
へ
ご
連
絡
し
て
頂
い
て
も
結
構
で
す
。
☎

山
口
（0

4
2
-6

8
5
-3

3
3
0

） 

石
川
（0

4
2

-6
8
5
-0

6
4
9

） 

山
田
（0

4
2
-6

8
5
-1

1
4
5

） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
山
田
記
） 

 

    

阿
比
乃
中
山 

第
七
号 

 

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
三
月
一
日
発
行 

創
刊
号 

 
 

平
成
二
十
九
年 

(

二
〇
一
七)  

三
月
一
日 

 

発
行
者  

相
模
湖
歴
史
研
究
会 

発
行
所  

相
模
原
市
緑
区
若
柳
一
四
三
〇 

正
覚
寺
内 

☎
〇
四
二 

六
八
五 

一
一
四
五 

石老山顕鏡寺の本堂門前に岩と土砂が押し寄せ大被害となった 


